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藩

債

処

分

と

日

田
。

千

原

家

楠

本

美

智

子

は

じ

め

に

「
日
田
金
」
は
十
九
世
紀
半
ば
、
多
額
の
借
銀
を
抱
え
た
北
部
九
州
の
諸
藩
が
、
上
方
商
人
に
資
金
調
達
面
で
依
存
す
る
こ
と
が
出
来

な
く
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
地
方
金
融
資
本
と
し
て
注
目
さ
れ
、
日
田
商
人
も
こ
れ
を
契
機
に
経
営
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

日
田
の
商
人
資
本
を
背
景
に
府
内
藩
・
対
馬
藩
田
代
領
・
福
岡
藩
の
財
政
改
革
に
芳

t
出

し
、
千
原
家
は
主
業
で
あ
っ
た
酒
醤
油
等
醸
造
業
よ
り
貸
付
業
に
経
営
の
主
力
を
置
い
た
。
両
家
は
西
国
筋
郡
代
の
掛
屋
を
務
め
、
助
合

穀
銀
・
年
貢
銀
等
多
額
の
公
金
を
預
か
っ
て
、
そ
れ
を
有
効
に
運
用
し
た
。
そ
の
経
営
内
容
は
公
金
等
の
他
借
金
が
多
く
、
そ
の
割
に
自

己
資
本
の
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
幕
落
体
制
に
依
存
し
た
経
営
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
幕
府
崩
壊
後
、
両
家
は
速
や
か
に
経

営
の
転
換
を
図
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
維
新
後
も
従
来
の
貸
付
業
に
固
執
し
て
経
営
の
危
機
を
招
い
た
。

明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
伴
な
い
、
明
治
政
府
は
旧
藩
の
債
権
・
債
務
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
、
藩
債
に
つ
い
て
府
県
並
び

に
債
権
者
よ
り
藩
債
書
類
の
提
出
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
藩
債
が
多
額
で
財
政
的
に
処
理
で
き
な
い
と
判
断
し
た
政
府
は
、
一
定
の
基

準
を
設
け
て
そ
の
取
捨
選
択
を
す
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
旧
藩
の
貸
下
金
に
対
し
て
も
同
様
の
処
置
を
と
る
こ
と
に
し
て
、
六
年
三
月

「
旧
藩
藩
負
債
償
還
ノ
御
処
分
」
と
「
（
旧
藩
〉
貸
附
金
穀
取
立
法
則
」
を
通
達
し
た
。
こ
の
処
分
に
よ
っ
て
三
都
商
人
を
始
め
、
大
名
貸

殊
に
日
田
商
人
の
代
表
格
広
瀬
久
兵
衛
は
、

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

二
九



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

。

を
し
て
い
た
商
人
達
は
大
打
撃
を
受
け
た
。
日
田
商
人
千
原
家
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
藩
債
処
分
に
つ
い
て
は
、
千
田
稔
氏
の
「
藩
債
処
分
と
商
人
・
農
民
・
旧
領
主

l
藩
債
取
捨
政
策
に
限
定
し
て
｜
」
（
「
社
会
経
済

史
学
」
四
五
巻
六
号
昭
五
五
）
等
の
一
連
の
精
織
な
論
考
が
あ
り
、
公
債
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
藩
債
処
分
が
出
る
に
至
っ
た
背
景
、

そ
の
与
え
た
影
響
等
々
論
究
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
藩
債
処
分
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
日
田
商
人
千
原
家
を
中
心
に
述
べ
、
日
田
商

人
が
日
田
金

l
前
期
的
資
本
の
近
代
化
に
失
敗
し
た
一
事
例
の
報
告
と
し
た
い
。
尚
、
題
目
に
あ
げ
た
藩
債
処
分
と
は
、
厳
密
に
は
藩
債

処
分
と
旧
藩
貸
下
金
処
分
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

日
田
地
方
は
慶
応
四
年
一
月
、
最
後
の
西
国
筋
郡
代
窪
田
治
部
右
衛
門
が
肥
後
に
逃
げ
た
後
、
森
・
福
岡
・
久
留
米
・
肥
後
・
薩
摩
五

藩
の
兵
が
進
駐
し
て
き
て
混
乱
し
て
い
た
が
、
二
月
に
な
っ
て
森
・
岡
両
藩
に
取
締
方
が
命
ぜ
ら
れ
、
四
月
に
は
長
崎
裁
判
所
の
管
轄
と

な
っ
た
。
六
月
に
は
、
豊
前
・
豊
後
両
国
御
郡
総
役
長
谷
川
範
蔵
に
代
っ
て
松
方
助
左
衛
門
（
正
義
）
が
知
県
事
と
し
て
赴
任
し
て
き

が
ω

同
月
、
日
団
地
方
は
日
田
県
と
称
す
る
様
に
な
り
、
「
知
県
事
役
所
」
も
「
日
田
県
御
役
所
」
と
改
称
さ
れ
的
山
一
般
に
、
維
新
政
府

が
日
田
の
商
人
資
本
を
吸
収
す
る
た
め
に
松
方
正
義
を
日
田
県
に
赴
任
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
松
方
正
義
は
日
田
県
知
事
で
あ
っ
た

明
治
二
年
、
政
府
の
財
政
難
打
解
の
た
め
に
商
税
等
地
租
以
外
の
通
常
歳
入
の
増
加
策
を
進
言
す
る
等
、
財
政
面
に
有
能
な
人
物
で
あ
っ

た
が
、
日
田
県
治
政
で
も
日
田
の
商
人
資
本
を
有
効
に
利
用
し
た
。
二
年
の
養
育
館
の
設
立
、
運
営
、
広
瀬
井
手
の
再
興
、
呉
崎
新
田
の

再
開
発
等
日
田
商
人
の
協
力
な
く
し
て
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

松
方
正
義
は
三
年
間
一

O
月
、
民
部
大
丞
を
命
ぜ
ら
れ
翌
年
正
月
に
日
田
を
去
っ

J
m
f、
そ
の
後
も
日
田
商
人
と
の
親
交
は
続
き
、
殊

に
千
原
幸
右
衛
門
（
花
渓
〉
は
家
業
の
相
談
等
で
屡
々
松
方
家
を
訪
れ
、
時
に
は
経
済
情
報
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
藩
債
処
分

等
で
政
治
的
解
決
を
要
す
る
際
の
仲
介
者
と
し
て
、
松
方
正
義
は
日
田
商
人
に
と
っ
て
重
宝
な
存
在
で
あ
っ
た
。
四
年
七
月
、
廃
藩
置
県

の
詔
書
が
出
さ
れ
、
一
一
月
に
は
日
田
県
は
廃
せ
ら
れ
大
分
県
と
な
る
こ
と
が
決
定
し
、
翌
年
二
月
一
五
日
に
大
分
県
に
引
渡
さ
れ
、
所

轄
官
庁
は
府
内
に
置
か
れ
て
日
田
に
は
支
庁
が
配
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
も
そ
の
後
日
田
の
地
が
荒
び
れ
た
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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1

千
原
家
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店
卸
帳
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立
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資
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※
千
原
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店
卸
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よ
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作
成
。
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2

広
瀬
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積
帳
」
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匁
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※
慶

応
1
～

明
治

3
年
迄
は
野
口
喜
久
雄
「
『
積
書
』
よ
り
見
た
広
瀬
家
の
経
営
」
（
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第

17
号
〉
の
附
表

I,
II, 

III
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り

の
転
載
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外
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い
る
が
、
四
年
よ
り
六
年
の
分
は
決
算
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
七
年
よ
り
九
年
ま
で
は
「
店
卸
帳
」
が
な
い
。
漸
く
収
支
決
算
が
出
来
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
一
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
千
原
家
は
江
戸
時
代
の
「
店
卸
帳
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
経
営
が
非
常
に
悪
化

す
る
と
、
収
拾
が
つ
か
な
く
て
店
卸
し
を
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
「
店
卸
帳
」
が
整
っ
て
い
な
い
年
は
、
経
営
状
態
が
悪
い
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
広
瀬
家
の
経
営
帳
簿
で
あ
る
「
積
帳
」
は
、
明
治
以
降
も
整
っ
て
お
り
、
千
原
家
の
「
店
卸
帳
」
と
は
比
較
に
な

ら
な
い
程
整
然
と
し
て
い
る
。
た
だ
八
年
の
「
積
帳
」
は
「
本
年
二
月
例
之
通
店
卸
取
調
掛
り
件
得
共
、
取
引
勘
定
詰
相
決
ロ
有
之
、
仕

詰
出
来
兼
」
と
、
一
二
月
に
な
っ
て
や
っ
と
決
算
出
来
る
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
千
原
家
の
「
店
卸
帳
」
と
広
瀬
家
の
「
積
帳
」
を
比

較
す
る
と
、
千
原
家
が
従
来
の
十
九
文
銭
立
を
明
治
に
な
っ
て
も
継
続
し
て
い
る
の
に
対
し
、
広
瀬
家
は
銀
よ
り
両
に
、
七
年
よ
り
は
円

に
と
時
代
に
応
じ
た
変
更
を
し
て
い
る
。
千
原
家
の
「
店
卸
帳
」
で
は
、
四
年
以
降
の
決
算
が
出
来
て
な
い
こ
と
か
ら
、
経
営
の
悪
化
が

予
想
さ
れ
る
が
、
広
瀬
家
の
場
合
も
明
治
三
年
の
「
積
帳
」
よ
り
自
己
資
本
は
減
少
し
始
め
、
七
年
か
ら
は
自
己
資
本
さ
え
も
マ
イ
ナ
λ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
経
営
内
容
は
千
原
家
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

千
原
家
・
広
瀬
家
等
従
来
の
四
掛
屋
は
、
維
新
後
も
年
貢
米
の
取
扱
い
、
公
金
の
預
り
等
掛
屋
役
を
務
め
、
三
年
に
は
広
瀬
久
右
衛

門
・
千
原
幸
右
衛
門
は
、
御
金
改
方
と
称
し
て
日
閏
県
の
常
備
金
の
預
り
を
任
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
廃
藩
置
県
に
よ
る
日
田
県
の
大
分
県

へ
の
統
合
、
藩
財
政
の
中
央
権
力
へ
の
集
中
化
、
さ
ら
に
藩
債
処
分
等
に
よ
る
変
革
が
、
千
原
家
等
の
日
回
特
権
商
人
に
大
打
撃
を
与
え

た
。
自
己
資
本
が
少
な
く
、
公
金
預
り
に
よ
っ
て
多
額
の
貸
付
金
を
運
用
し
て
い
た
広
瀬
・
千
原
両
家
は
、
廃
藩
置
県
以
後
は
公
金
預
り

の
特
権
を
も
失
な
い
、
も
は
や
多
額
の
貸
付
業
維
持
は
望
め
ず
、
経
営
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
、
公
金
預
り
金
の
一
時
返

納
、
藩
債
処
分
等
に
よ
り
多
額
の
借
金
を
抱
え
た
両
家
は
、
身
動
き
が
と
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

日
田
県
時
代
の
千
原
家
の
負
担

松
方
正
義
の
日
田
県
知
事
赴
任
の
主
目
的
が
「
日
田
金
」
の
吸
収
で
あ
る
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
様
な
方
法
が
と
ら
れ
た

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

四

で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
旧
幕
引
継
金
の
一
時
引
上
げ
で
あ
り
、
次
に
は
金
札
の
貸
付
策
で
あ
っ
た
。
金
札
の
貸
付
は
旧
幕
引
継
金
の
一

時
引
上
げ
の
際
に
四
万
両
を
掛
屋
四
人
に
、
さ
ら
に
生
産
所
の
失
敗
に
伴
う
多
額
の
失
費
等
九
万
一

O
O
O両
を
日
田
商
人
に
貸
付
け
た

こ
と
で
あ
る
。
千
原
家
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
二
件
の
拝
借
金
と
、
明
治
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
豊
津
（
小
倉
）
藩
に
貸
付
け
た
大
名
貸

が
、
そ
の
後
の
経
営
を
行
詰
ま
ら
せ
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
こ
の
三
件
に
つ
い
て
次
に
述
べ
る
。

旧
幕
引
継
金

慶
応（1)
四
年

月

旧
幕
よ
り
引
継
ぎ
の
御
用
金
銀
の
預
り
高
を
各
掛
屋
よ
り
差
出
す
様
、
日
田
預
り
の
岡
藩
よ
り
通
達
が
あ
り
、
さ
ら

に
年
貢
穀
高
の
残
り
分
並
び
に
諸
拝
借
高
の
明
細
書
の
提
出
も
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
旧
幕
引
継
ぎ
の
御
用
金
銀
の
一
時
上
納
が
仰
せ
渡

さ
れ
た
。
こ
の
総
額
は
約
八
万
一
五

O
O両
に
の
ぼ
り
、
内
訳
は
千
原
家
三
万
七
一

O
O両
、
広
瀬
家
二
万
四
七

O
O両
、
森
家
一
万
二

0
0
0両
、
山
田
家
七
七

O
O両
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
年
間
四
月
二
七
日
に
は
「
御
用
金
銀
窪
田
股
元
御
役
所

2
御
室
田
上
辻
と
懸
屋
御

預
ケ
高
引
合
不
申
」
に
つ
き
、
取
調
べ
る
様
長
崎
裁
判
所
よ
り
通
達
し
て
き
た
の
で
調
査
し
た
結
果
、
四
四

O
両
程
の
不
足
が
あ
り
、
こ

れ
も
掛
屋
よ
り
弁
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
旧
幕
引
継
金
の
一
時
上
納
に
対
し
て
掛
屋
四
人
よ
り
、
「
御
懸
屋
之
儀
村
々

2
御
上
納
金
銀
掛
改
可
請
取
筈
之
処
、
正
銭
者
不
及

申
、
諸
国
之
銀
札
等
取
集
持
参
候
を
夫
々
相
改
、
私
共
請
取
手
形
を
以
御
役
所
御
上
納
皆
済
仕
候
、
取
集
M

仰
正
銭
銀
札
者
私
共
江
御
預
ケ

ニ
相
成
、
御
下
知
之
節
正
金
銀
を
以
御
上
納
仕
来
帥
儀
ニ
御
座
師
、
旦
御
支
配
御
交
代
之
節
者
、
私
共
預
リ
手
形
を
以
跡
御
支
配
江
御
引

渡
相
成
同
」
と
、
年
貢
銀
は
上
納
の
下
知
が
あ
る
ま
で
は
掛
屋
が
預
か
り
、
ま
た
郡
代
交
代
の
時
は
掛
屋
の
預
り
手
形
の
提
出
で
も
っ
て

引
継
ぎ
が
な
さ
れ
、
正
金
銀
の
一
時
上
納
は
な
か
っ
た
と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
預
り
銀
は
「
郡
町
身
元
相
応
之
も
の
江
預
ケ
置
」

と
、
掛
屋
商
人
の
貸
付
資
金
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
大
名
貸
も
こ
の
預
り
銀
が
貸
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
万
民
の
知

る
所
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
維
新
政
府
に
よ
る
旧
幕
引
継
金
の
全
額
引
上
げ
は
、
掛
屋
商
人
を
驚
惇
さ
せ
た
。

そ
こ
で
四
月
、
四
掛
屋
よ
り
、
こ
れ
迄
預
か
っ
て
い
た
御
用
金
銀
を
一
時
に
上
納
し
た
い
が
、
「
昨
年
末
諸
産
物
大
高
下
、
其
上
世
上



一
般
必
至
与
差
詰
り
、
別
而
当
郡
両
町
者
一
入
国
迫
極
々
不
融
通
」
の
た
め
に
貸
金
の
回
収
も
思
う
に
ま
か
せ
な
い
の
で
、
当
辰
五
月
よ

り
三
ヶ
年
聞
に
六
回
に
分
け
て
上
納
し
た
い
旨
の
歎
願
書
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
閏
四
月
に
は
、
四
掛
屋
は
当
年
四
万
両
を
上
納
、
残
金

は
二
ヶ
年
に
分
け
て
上
納
し
た
い
旨
願
出
た
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
「
今
般
金
札
御
製
造
事
柄
ニ
寄
拝
借
可
被
仰
付
」
と
の
布
告
が
出
た
。

そ
こ
で
七
月
八
日
、
四
掛
屋
で
三
万
両
上
納
（
千
原
家
一
万
三
五

O
O両
、
広
瀬
家
九

O
O
O雨
、
森
家
四
五

O
O両
、
山
田
家
三

O
O

O
両
）
、
金
札
五
万
両
の
拝
借
願
を
出
し
て
旧
幕
引
継
金
八
万
両
余
の
全
額
上
納
を
申
出
た
。
こ
の
結
果
、
一
一
月
に
金
札
四
万
両
の
拝

借
が
許
可
さ
れ
、
年
利
九
朱
で
、
二
年
よ
り
一

0
ヶ
年
賦
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
内
千
原
家
の
借
用
金
札
は
一
万
八

O
O
O両
で
、
こ

の
引
当
に
田
反
別
四
町
三
畝
九
厘
、
畑
反
別
二
町
三
反
三
畝
一
七
歩
四
厘
、
外
に
居
屋
敷
並
び
に
土
蔵
が
当
て
ら
れ
た
。

旧
幕
引
継
金
を
上
納
し
た
後
も
掛
屋
役
は
存
続
し
、
従
来
の
千
原
・
広
瀬
・
森
・
山
田
四
家
が
務
め
て
い
た
。
三
年
正
月
、
御
金
改
方

が
設
け
ら
れ
て
広
瀬
久
右
衛
門
と
千
原
幸
右
衛
門
が
任
命
さ
れ
、
御
金
改
方
の
規
定
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
両
家
は
日
田
県
の
常

備
金
を
取
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ω
生
産
会
所

慶
応
四
年
五
月
、
維
新
政
府
は
金
札
を
発
行
し
て
歳
出
を
補
い
、
こ
れ
を
諸
藩
に
貸
与
し
て
広
く
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
政
府
は
こ

の
金
札
を
貸
与
す
る
に
当
っ
て
、
富
国
の
基
礎
を
造
る
た
め
に
「
産
物
等
精
々
取
建
、
其
国
益
を
引
起
」
す
こ
と
を
名
目
と
し
、
「
列
藩

石
高
ニ
応
し
万
石
一
一
付
壱
万
両
ツ
L
」
を
貸
与
、
返
済
は
金
札
を
「
毎
年
暮
其
金
高
2
壱
割
ツ
L
」
一
三
ヶ
年
で
上
納
を
終
え
る
様
命
じ

〔お〕た
。
ま
た
「
農
商
之
も
の
共
拝
借
等
申
出
川
得
ハ
、
其
身
元
厚
薄
之
見
込
を
以
金
高
貸
渡
」
す
と
い
う
条
項
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
述

し
た
様
に
、
日
田
の
掛
屋
四
人
は
旧
幕
預
り
金
の
上
納
の
た
め
に
金
札
四
万
両
を
借
り
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
通
達
を
受
け
た
日
田
県
で
は
、
金
札
の
鋭
意
通
用
を
謀
る
た
め
に
各
地
に
生
産
会
所
を
設
置
し
、
富
有
層
に
そ
の
運
営
を
任
せ
た
。

こ
の
生
産
会
所
と
は
、
質
物
を
と
っ
て
金
札
を
貸
付
け
る
所
で
あ
る
。
設
置
場
所
は
豊
後
臼
田
郡
隈
町
・
豆
田
町
、
下
毛
郡
跡
田
村
・
戸

原
村
字
口
ノ
林
、
豊
前
国
宇
佐
郡
四
日
市
村
・
中
須
賀
村
、
速
見
郡
別
府
村
で
あ
る

ozrた
「
千
原
家
日
記
」
ハ
明
治
三
年
）
に
玖
珠
生
産

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

五



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉

ーノ、

引
受
小
田
儀
作
・
中
山
田
平
左
衛
門
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
玖
珠
郡
内
に
も
生
産
会
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

円
明
治
元
年
）

ぃ
。
豆
田
町
生
産
会
所
は
「
十
一
月
朔
日

S
隈
町
札
之
辻
ニ
お
ゐ
て
生
産
御
会
所
御
取
開
相
成
、
歩
入
物
等
願
度
も
の
ハ
可
申
出
」
と
の

通
達
が
出
て
か
ら
、
豆
田
商
人
よ
り
願
出
た
も
の
だ
っ
柏
戸
即
ち
、
文
政
年
聞
に
新
用
水
路
が
出
来
て
中
城
河
岸
よ
り
通
船
出
来
る
様
に

な
っ
た
が
、
水
底
浅
く
て
夏
時
分
の
通
船
が
出
来
兼
ね
る
た
め
、
諸
国
の
諸
商
人
は
全
て
隈
町
に
滞
留
、
そ
の
た
め
豆
田
町
は
衰
微
す
る

一
方
で
あ
る
の
で
、
生
産
所
を
中
城
川
河
岸
に
設
置
し
て
欲
し
い
と
豆
田
町
商
人
は
訴
え
た
。
豆
田
町
生
産
会
所
が
一
一
月
朔
日
の
開
業

に
間
に
合
っ
た
か
ど
う
か
解
ら
な
い
が
、
嶋
屋
勘
士
ロ
外
四
名
で
業
務
を
開
始
し
た
様
で
あ
る
。
隈
町
生
産
会
所
は
井
上
兵
七
・
山
田
小
三

郎
・
山
田
儀
七
が
請
負
っ
て
い
対
山
し
か
し
当
初
の
生
産
会
所
の
運
営
は
失
敗
し
、
二
年
一
一
月
、
豆
田
町
で
は
広
瀬
源
兵
衛
・
千
原
幸

右
衛
門
、
隈
町
で
は
山
田
小
三
郎
・
山
田
作
兵
衛
・
森
甚
左
衛
門
に
生
産
会
所
の
取
纏
方
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
調
査
の
結
果
、
貸

付
方
及
び
歩
入
物
品
に
多
く
の
不
都
合
が
あ
っ
た
と
、
失
敗
し
た
理
由
を
あ
げ
た
。

ま
ず
、
「
従
来
日
田
配
十
イ
テ
ハ
歩
質
貸
ト
唱
エ
借
用
人
江
ハ
歩
札
（
即
チ
抵
当
品
預
り
証
重
一
す
）
ノ
ミ
相
渡
帥
」
慣
習
が
あ
り
、
こ

の
生
産
会
所
の
貸
付
金
も
こ
の
方
法
に
倣
っ
て
歩
入
人
に
抵
当
物
品
預
り
証
の
み
渡
し
、
借
用
証
文
は
取
ら
な
か
っ
た
こ
一

uv
ま
た
、
生

産
会
所
の
貸
付
方
の
問
題
点
を
千
原
幸
右
衛
門
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
引
山

（
略
）
下
調
役
共
－
一
一
於
テ
モ
上
意
之
ア
ル
処
騨
然
弘
通
ヲ
重
ト
シ
、
間
ニ
ハ
金
礼
拝
借
申
出
ル
モ
ノ
仮
令
抵
当
品
ノ
不
足
ス
ル
モ
其
遺

出
ノ
急
務
ナ
ル
ヨ
リ
桓
ケ
テ
之
レ
ニ
貸
附
、
或
ハ
蔵
預
ト
唱
エ
響
エ
ハ
、
甲
某
金
礼
拝
借
ヲ
乞
フ
ニ
抵
当
品
之
無
之
ヨ
リ
乙
某
ノ
身
代

相
応
ナ
ル
ニ
頼
ミ
、
抵
当
品
幾
許
乙
ノ
倉
ニ
預
ル
ト
ノ
一
書
ヲ
得
テ
甲
某
之
ヲ
生
産
所
江
差
出
セ
ハ
、
一
片
之
倉
預
モ
忽
チ
数
千
金
ノ

抵
当
ト
ナ
リ
、
後
チ
乙
ノ
倉
ヲ
点
検
ス
レ
ハ
或
ハ
抵
当
品
ノ
ア
ラ
サ
ル
モ
之
ヲ
究
開
ス
ル
ユ
遣
ナ
グ
（
略
）

こ
の
様
な
貸
付
方
法
で
は
取
立
方
は
困
難
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
た
が
、
維
新
後
も
引
続
き
掛
屋
を
務
め
て
い
る
こ
と
だ
し
、
何
よ
り
も

松
方
正
義
の
強
い
勧
め
も
あ
っ
て
止
む
を
得
ず
、
宰
右
衛
は
生
産
会
所
の
後
始
末
を
引
受
け
た
と
言
%ω

三
年
三
月
、
千
原
幸
右
衛
門
一
万
六

O
O
O両
余
、
広
瀬
源
兵
衛
一
万
三

O
O
O両
、
山
田
小
三
郎
・
山
田
作
兵
衛
・
森
甚
左
衛
門
三



人
で
三
万
七

O
O
O両
を
引
受
け
て
、
生
産
会
所
再
開
の
た
め
に
引
受
人
よ
り
「
生
産
方
御
備
金
貸
出
件
規
則
」
が
出
さ
れ
た
。

－
御
備
金
御
下
渡
利
足
年
壱
割
ニ
而
引
請
被
仰
付
、
貸
出
方
月
壱
分
三
厘
ニ
相
定
、
右
間
際
を
以
諸
雑
費
ニ
仕
度
奉
存
候
事

一
貸
出
方
之
儀
三
ヶ
月
限
取
極
置
、
品
も
の
下
落
之
節
者
元
入
金
為
致
、
猶
又
三
ヶ
月
丈
者
貸
付
置
、
元
入
金
無
之
分
者
三
ヶ
月
目
た

り
共
品
物
相
流
レ
売
払
御
備
金
融
通
仕
侯
様
取
斗
可
申
事

一
歩
入
人
生
産
方
規
則
ニ
相
背
自
然
不
将
之
取
斗
有
之
節
者
、
申
上
次
第
御
厳
重
御
取
締
被
為
下
度
事

一
歩
入
品
物
万
一
火
災
異
変
等
之
儀
御
座
候
節
者
、
其
年
中
貸
附
利
息
間
際
を
以
相
償
M
W
外
者
、
御
備
金
之
内
b
御
償
可
被
為
下
事

一
私
共
勝
手
之
取
斗
為
不
仕
、
貸
出
帳
を
以
月
と
御
届
申
上
、
御
見
届
御
証
印
を
請
可
申
事

右
之
通
規
則
相
立
御
届
申
上
川
問
、
宜
御
聞
置
被
下
度
奉
願
候
、
以
上

明
治
三
年
三
月

こ
の
一
条
の
利
率
に
つ
い
て
は
こ
の
後
変
更
が
あ
り
、
引
受
人
の
引
請
額
は
拝
借
金
と
し
て
月
利
一
分
、
元
金
五
ヶ
年
据
置
、
八
年
二

月
皆
納
の
約
定
と
な
り
、
こ
の
間
利
子
の
み
は
毎
年
上
納
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
生
産
所
引
受
人
は
歩
入
人
よ
り
月
一
分

四
厘
の
利
子
を
取
り
、
そ
の
差
益
を
生
産
所
諸
雑
費
、
引
受
人
手
当
に
当
て
る
筈
で
あ
っ
た
。

三
年
三
月
九
日
よ
り
生
産
会
所
は
歩
入
物
を
受
取
り
始
め
た
。
し
か
し
「
歩
入
人
共
此
後
季
月
返
済
出
来
兼
昨
者
共
有
之
件
ハ
、
、
願

出
次
第
元
利
御
取
立
御
下
渡
」
す
と
言
う
役
所
と
の
約
束
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
幸
右
衛
門
引
受
の
酢
屋
勘
三
郎
貸
金
の
場
合
、
四
四

0
0両
の
元
金
に
対
し
て
無
引
当
で
、
利
子
も
一
文
も
払
入
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
抵
当
物
品
が
あ
っ
た
に
し
て
も
下
落
し
て
、

幸
右
衛
門
は
三

O
O
O両
も
損
失
を
出
し
た
と
い
う
。
ま
た
金
札
の
価
値
に
も
問
題
が
あ
っ
て
「
仮
令
ハ
此
際
金
札
一
七

O
円
ヲ
拝
借
ス

ル
モ
ノ
僅
ニ
正
金
百
円
ノ
使
用
ヲ
ナ
シ
得
ヘ
ク
故
ニ
、
金
札
ト
正
金
ト
ヲ
比
較
ス
レ
ハ
金
札
ノ
等
差
四
分
一
．
鹿
余
ノ
下
位
－
一
至
リ
、
其
間

際
ノ
損
減
僅
少
ニ
ア
ラ
ス
、
尤
其
返
納
ノ
時
－
一
方
リ
、
拝
借
金
札
一
七

O
円
エ
同
ク
金
札
一
七

O
円
ヲ
返
納
ス
レ
ハ
其
間
際
損
減
ハ
不
相

立
件
得
共
、
其
後
御
厳
達
モ
有
之
、
追
と
正
金
ト
金
札
ト
価
格
同
位
ニ
復
シ
師
、
付
テ
ハ
最
前
賎
価
ノ
金
札
一
七

O
円
拝
借
シ
正
金
百
円

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

七



務
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
〈
繍
本
）

入

ノ
使
用
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
、
愛
ニ
至
リ
正
金
一
七

O
円
時
期
又
ハ
正
金
同
位
ナ
ル
金
札
一
七

O
円
ヲ
返
納
セ
サ
レ
ハ
完
全
皆
済
ヲ
得
ス
、
然

レ
ハ
ハ
略
〉
拝
借
入
共
ノ
困
難
モ
亦
事
実
」
と
幸
右
衛
門
は
述
べ
て
い
る
。
明
治
元
年
一
二
月
四
日
、
金
札
時
価
通
用
の
布
告
が
出
さ

れ
、
二
年
四
月
二
九
日
に
は
金
札
の
正
金
同
様
通
用
令
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
金
札
が
正
金
と
略
ぼ
同
様
に
通
用
し
た
の
は
、
二
年
末
か

ら
三
年
に
か
け
て
で
あ
っ
一
明
従
っ
て
歩
入
人
は
金
札
を
返
納
し
て
歩
入
品
を
出
す
こ
と
は
出
来
ず
、
さ
ら
に
生
産
所
を
引
受
け
た
商
人

達
に
至
っ
て
は
、
そ
の
始
末
を
し
て
引
受
高
全
額
を
返
納
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
千
原
家
は
三
年
九
月
に
納
め
る
生
産
所
引
受
高

の
利
子
は
漸
々
納
め
た
が
、
四
年
の
分
は
「
頓
与
相
立
兼
」
ね
る
の
で
、
翌
年
二
月
ま
で
の
猶
予
願
を
出
し
叫
山

金
札
の
流
通
を
促
進
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
生
産
会
所
も
、
二
年
に
な
っ
て
一
時
金
札
不
融
通
と
な
っ
た
た
め
、
日
団
地
方
で
は
三
郡

札
の
通
用
が
許
可
さ
れ
た
。
三
郡
札
に
は
白
札
・
薄
色
・
赤
札
の
三
色
が
あ
り
、
主
に
日
田
・
玖
珠
・
下
毛
三
郡
で
通
用
し
た
。
も
と
も

と
こ
の
三
郡
札
は
慶
応
三
年
、
郡
代
役
所
の
許
可
を
得
て
自
国
商
人
一

O
人
の
出
費
で
大
坂
で
注
文
製
造
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
使
用

は
見
合
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
生
産
会
所
よ
り
遺
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
商
人
達
は
こ
の
札
の
製
造
費
一
五
七

O
両
余
と
、
周
旋

し
た
広
瀬
松
兵
衛
の
骨
折
料
を
度
々
要
求
し
た
。
三
郡
札
は
三
年
一
一
月
一
五
日
ま
で
の
引
揚
命
令
が
出
て
い
た
が
、
金
札
小
札
払
底
を

理
由
に
松
方
正
義
に
栢
談
し
、
山
田
半
四
郎
・
森
甚
左
衛
門
・
広
瀬
久
右
衛
門
・
千
原
幸
右
衛
門
が
三
郡
札
二
八
九
六
貫
目
を
再
び
借

用
、
通
周
期
聞
が
四
年
四
月
ま
で
延
長
さ
れ
が
v

し
か
し
四
月
に
な
る
と
ま
た
延
長
顕
が
出
さ
れ
て
、
三
郡
札
の
引
揚
が
終
っ
た
の
は
五

年
二
月
で
あ
っ
た
山
尚
、
別
府
生
産
会
所
で
は
、
大
分
・
速
見
・
直
入
・
国
東
郡
村
々
通
用
の
別
府
札
が
使
用
さ
れ
て
い
対
山

ω
千
原
家
の
小
倉
藩
へ
の
貸
付

千
原
家
が
多
額
の
大
名
貸
を
す
る
原
因
と
な
っ
た
竹
槍
一
撲
が
三
年
一
一
月
に
発
生
し
た
。
「
千
原
家
日
記
」
三
年
一
一
月
一
九
日
の

条
に
「
初
発
奥
五
馬
筋
始
り
、
郡
中
百
姓
一
撲
竹
田
川
原
ニ
押
出
し
、
竹
田
圧
屋
を
始
庄
手
町
方
荒
す
、
夫
為
。
中
城
御
蔵
所
前
－
一
而
政
府

円
共
脱
カ
V

S
御
防
有
之
帥
得
不
聞
入
、
同
所
ニ
お
ゐ
て
怪
我
人
有
之
、
三
松
・
中
村
・
千
原
・
川
原
町
松
半
打
崩
し
、
在
々
ユ
手
分
い
た
し
地
役
人

兵
隊
三
和
成
帥
分
不
残
打
崩
し
、
在
方
徳
者
も
打
崩
大
騒
動
也
」
と
一
撰
の
有
様
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
御
一
新
新
運
上
御
断
り
」



を
旗
印
と
し
、
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
や
富
商
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
撲
に
よ
っ
て

B
田
県
役
人
長
史
生
・
森
藩
兵
隊
が
殺
害
さ

れ
、
日
田
県
大
属
高
橋
敬
一
隊
も
打
叩
か
れ
た
と
い
う
。
ま
た
日
田
・
玖
珠
両
郡
で
打
崩
さ
れ
た
家
数
は
一
八
九
軒
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
一
撲
は
、
二
一
目
、
豊
津
・
熊
本
・
秋
月
・
中
津
・
岡
各
藩
の
応
援
を
得
て
や
っ
と
鎮
定
さ
れ
た
。

豊
津
藩
は
こ
の
一
撲
の
際
に
四
小
隊
を
派
兵
し
、
ま
た
翌
年
春
、
日
因
果
下
に
西
国
鎮
台
分
営
が
置
か
れ
て
同
藩
よ
り
も
兵
を
出
し
た

が
、
そ
の
た
め
余
分
の
入
費
と
な
り
、
そ
の
資
金
調
達
を
御
用
達
・
千
原
家
に
依
頼
し
た
。
そ
こ
で
千
原
家
は
三
年
一
二
月
に
一
万
五

O

O
O両
を
月
一
歩
の
利
息
で
融
資
し
た
の
を
始
め
、
四
年
七
月
ま
で
に
計
三
万
三

O
O
O両
を
貸
付
け
た
。
こ
の
資
金
は
従
来
の
千
原
家

の
大
名
貸
が
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
日
田
県
租
税
御
預
ケ
金
｜
公
金
を
含
ん
で
い
た
と
言
う
。
そ
し
て
豊
津
藩
よ
り
は
、
四
年
秋
の
収
納

米
を
も
っ
て
返
済
す
る
と
い
う
約
束
で
あ
っ
た
。
し
か
し
四
年
七
月
、
廃
藩
置
県
の
詔
書
が
出
さ
れ
て
旧
藩
の
債
権
・
債
務
が
中
央
政
府

に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
旧
藩
負
債
の
支
払
い
一
時
停
止
令
が
出
さ
れ
、
同
時
に
諸
扶
持
米
の
廃
止
の
通
達
も
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
豊
津
藩
の
支
払
い
が
延
期
さ
れ
、
千
百
郎
家
の
経
営
は
困
難
と
な
っ
た
。

政
府
は
旧
藩
よ
り
引
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
負
債
を
整
理
す
る
た
め
に
四
年
七
月
二
四
日
、
各
府
県
に
対
し
て
藩
債
取
調
帳
の
大
蔵
省
へ

の
提
出
を
指
令
し
た
。
同
一
一
月
一
九
日
に
は
、
「
旧
諸
藩
へ
調
達
金
有
之
者
ハ
諸
書
写
へ
勘
定
書
相
添
管
庁
ヨ
リ
発
令
三
十
日
ヲ
限
リ
可

差
出
」
と
通
達
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
各
地
方
庁
の
発
令
後
三

O
日
以
内
に
債
権
者
が
証
書
を
各
庁
に
提
出
し
な
い
場
合
は
、
証
書
を
棄

摘
す
る
と
の
通
達
も
出
し
た
。
し
か
し
、
豆
田
・
隈
両
町
の
商
人
が
旧
諸
藩
調
達
金
書
付
を
提
出
し
た
の
は
、
通
達
後
三

O
日
を
過
ぎ
た

一
一
一
月
二
六
日
で
あ
り
、
翌
五
年
一

O
月
に
は
、
「
旧
森
県
江
木
屋
連
中
S
調
達
金
之
儀
期
限
後
レ
」
の
分
も
、
格
別
の
義
を
も
っ
て
採

用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

M
U
期
限
内
提
出
は
そ
れ
程
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
年
一
一
月
に
全
国
の
県
の
改
廃
、
県
治
条
例
が
定
め
ら
れ
る
と
、

一
一
一
月
に
政
府
は
各
県
の
藩
債
支
消
方
法
策
定
・
債
権
者
と
の
示

談
の
中
断
を
府
県
に
指
示
し
、
負
債
本
帳
面
・
証
書
写
を
五
年
二
月
晦
日
限
り
提
出
す
る
様
府
県
に
指
示
し
た
。
そ
う
し
て
提
出
さ
れ
た

藩
債
総
高
は
、
全
国
で
七
四
二
二
万
両
余
で
あ
っ
柏
戸
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
に
は
こ
の
負
債
総
高
を
消
化
す
る
財
力
は
な
く
、
こ
の
藩

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
〈
楠
本
）

九



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

四
0 

債
の
取
捨
基
準
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
旧
藩
負
債
の
支
払
方
の
停
止
と
扶
持
米
廃
止
に
よ
っ
て
経
営
が
立
ち
い
か
な
く
な
っ
た
千
原
家
は
、
四
年
一
二
月
、
松
方
正
義

に
豊
津
（
小
倉
〉
藩
貸
付
金
三
万
三

O
O
O両
の
返
済
方
の
歎
願
依
頼
を
す
る
一
方
、
大
分
県
の
役
人
に
も
働
き
か
け
て
、
大
分
県
よ
り

大
蔵
省
に
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
。
「
大
蔵
省
考
課
状
」
に
次
の
様
な
記
載
が
あ
る
。

大
分
県
ヨ
リ
、
管
下
日
田
郡
豆
田
町
千
原
幸
右
衛
門
儀
旧
幕
来
租
税
掛
屋
栢
勤
、
維
新
以
降
モ
引
続
キ
改
屋
申
付
租
税
金
取
扱
セ
来

リ
タ
ル
処
、
辛
未
春
以
来
同
地
へ
鎮
台
出
兵
ニ
付
旧
豊
津
県
ヨ
リ
出
兵
ノ
人
数
諸
入
費
従
前
ノ
因
由
ヲ
以
テ
若
干
ノ
金
高
同
年
十
一
月

返
償
ノ
約
定
ニ
テ
調
達
シ
タ
リ
、
然
ル
ニ
一
鶴
－
一
公
布
ノ
趨
モ
之
ア
リ
豊
津
県
ヨ
リ
返
償
方
相
断
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
種
々
哀
歎
ノ
末
東
上
願

出
、
潤
側
ノ
至
リ
ニ
付
本
人
出
京
ヲ
許
諾
セ
リ
、
然
ル
ニ
当
管
下
ノ
者
諸
藩
へ
調
達
金
ノ
儀
ハ
曽
テ
進
達
セ
シ
メ
タ
ル
通
リ
ニ
テ
、
内

金
三
万
三
千
両
ノ
分
ハ
全
タ
鎮
台
出
兵
立
替
入
費
ニ
相
違
之
ナ
ク
、
自
余
ノ
負
債
ト
ハ
事
実
異
ナ
レ
ハ
豊
津
県
御
札
ノ
上
速
ニ
返
却
ノ

所
置
之
ア
リ
タ
シ
ト
申
請
ス

こ
の
様
な
歎
願
は
数
多
く
あ
り
、
政
府
に
聞
届
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
千
原
家
の
場
合
も
「
追
テ
一
般
ノ
御
処
分
仰
出
サ
ル

ヘ
ク
候
条
、
其
旨
相
心
得
金
主
共
危
疑
ヲ
抱
カ
サ
ル
様
説
諭
ス
ヘ
シ
」
と
の
指
示
が
大
分
県
に
出
さ
れ
た
。
五
年
一
月
、
旧
豊
津
藩
主
小

笠
原
忠
悦
は
「
旧
藩
債
之
内
私
債
申
受
度
風
一
を
出
し
、
「
新
古
借
高
之
内
拾
万
両
私
債
－
一
負
担
」
し
た
き
旨
の
願
を
出
し
た
。
七
月
に

な
っ
て
小
笠
原
家
と
千
原
家
の
交
渉
が
ま
と
ま
り
、
小
笠
原
家
の
私
債
一

O
万
両
の
内
、
一
万
八

O
O
O両
（
三

O
O
O両
は
利
子
〉
が

千
原
家
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

証
券

一
金
一
万
八
千
両
也

内

一
五
千
両

当
壬
申
年



一
四
千
三
百
三
拾
両

発
酉
年

一
四
千
三
百
三
拾
両

甲
成
年

一
四
千
三
百
四
姶
両

乙
亥
年

右
者
豊
津
藩
用
ニ
付
借
用
久
分
今
度
従
五
位
様
御
引
受
相
成
件
処
8
、

二
月
限
無
相
違
御
返
弁
可
申
師
、
為
後
証
何
如
件

カ）点
書
之
金
年
賦
談
判
御
承
知
被
下
件
付
、
内
訳
之
通
年
ヒ
十

明
治
五
年
壬
申
七
月

小
笠
原
従
五
位
家
扶

富

永

政

彬

＠

千
原
幸
右
衛
門
殿

こ
の
契
約
に
よ
っ
て
千
原
家
は
一

O
月
、
旧
豊
津
藩
へ
の
貸
付
金
一
万
五

O
O
O両
の
取
消
屈
を
提
出
し
た
。
旧
藩
負
債
の
処
分
が
出

た
の
は
六
年
三
月
で
あ
る
が
、
旧
藩
へ
の
貸
付
金
の
返
還
を
信
じ
た
千
原
家
は
、
五
年
六
月
、
旧
豊
津
藩
へ
の
貸
付
金
三
万
三

O
O
O両

の
証
文
六
通
を
抵
当
に
、
大
坂
の
五
代
友
厚
よ
り
一
万
両
を
借
用
し
た
。
そ
し
て
こ
の
一
万
両
を
千
原
家
で
は
日
田
県
租
税
金
預
り
金
の

返
済
に
与
て
た
。
こ
の
様
に
金
子
不
融
通
で
店
卸
も
で
き
な
い
程
経
営
難
の
千
原
家
で
あ
っ
た
。
以
上
の
日
岡
県
時
代
の
三
件
が
千
原
家

日
田
商
人
の
旧
藩
へ
の
貸
付
金
並
び
に
拝
借
金
が
ど
の
様
に
処
分
さ
れ
た
か
を
述
べ
る
。

に
は
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
。
次
に
、

藩
債
並
び
に
旧
藩
貸
下
金
処
分

旧
藩
負
債
償
還
の
処
分
が
六
年
三
月
三
日
に
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
①
天
保
一
四
年
以
前
の
旧
藩
借
入
金

は
棄
摘
、
＠
弘
化
元
年
よ
り
慶
応
三
年
迄
の
分
は
旧
公
債
と
し
、
無
利
足
五

0
ヶ
年
賦
償
還
、
③
明
治
元
年
よ
り
五
年
迄
の
分
は
新
公
債

と
し
、
五
年
よ
り
四
分
利
付
、
三
ヶ
年
据
置
、
二
五
ヶ
年
賦
償
還
、
＠
滞
利
証
文
・
詰
込
利
金
・
冥
加
金
・
永
納
金
は
棄
揖
、
⑤
扶
持
の

類
は
渡
し
方
が
滞
っ
た
時
点
よ
り
廃
止
、
＠
公
債
金
二
五
円
以
上
は
証
券
渡
し
と
し
、
二
五
円
未
満
は
新
旧
公
債
の
償
還
年
限
に
従
い
、

一
割
利
引
で
一
時
に
現
金
償
還
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
処
分
に
よ
っ
て
、
外
国
債
を
除
い
た
藩
債
総
高
七
四
二
二
万
円
余
の
内
、
四
七
Mm
の

務
償
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

四



機
連
$
星
票
余
羽
田
田
.
＼
←
医
機
（
寵
＊
）

国
11

表
3

藩
債
の
公
債
高
・
削
除
高

公
債

商目
除

高

高
債

｜
そ

の
他
l｜

合
藩

名
計

｜
｜

新
債

｜
旧

計
l古事

lfu
I
楽

債
｜

そ
の

他
J日
'-

円
円

円
円

円
円

円
福

岡
1,174,068 086 

593,793 664 
135,017 

289 
445,257 

133 
910,065 047 

166,445 877 
743,569 

17 
50 

秋
月

83,286 798 
46,556 799 

29,379 999 
7.350 

83,210 999 
55,950 736 

27,260 
262 

。
久

留
米

77,902 797 
46,959 716 

7,910 616 
23,032 465 

1,403,798 
197 

851,909 422 
472,954 732 

78,934 043 
豊

津
335,096 302 

186,837 
696 

100,711 
708 

47,546 898 
380,650 811 

213,433 86 
54,419 386 

12,694 364 
千

束
51,594 294 

23,619 379 
24,054 082 

3,920 833 
39,588 252 

20,183 49 
15,567 722 

3,837 04 
岡

182, 260 56 
I
 114, 735 622 

14.407 
056 

53.117 882 
46,339 

197 
34.310 469 

12,028 728 
。

府
内

22,319 904 
。

64 072 
22,255 

832 
91,639 

162 
38,745 411 

48,081 
241 

4,812 51 
森

17,291 
633 

2. 
383 834 

25, 44,3 
902 

21. 474 
921 

3,489 
128 

497 853 
厳

原
508,959 041 

205,506 
019 

236,301 
595 

66,978 927 
184,368 

116 
182, 192 

116 
I
 
。

2,176 

※
1.

公
債
高
の
そ
の
他
は
租
税
債
・
官
債
で
あ
る
。

2.
削
除
高
の
そ
の
他
は
福
岡
が
空
債
で
，
外
は
す
べ
て
幕
債
で
あ
る
。

3.
「
藩
債
輯
録
」
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第

9
巻
〉
よ
り
作
成
し
た
。
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が
設
置
さ
れ
て
「
旧
藩
々
所
領
内
外
貸
付
米
金
」
の
調
査
に
当
っ
た
。
そ
し
て
五
月
以
降
、
全
国
に
藩
債
調
査
の
た
め
負
債
取
調
掛
員
が

出
向
い
た
際
、
旧
藩
貸
下
金
の
取
調
も
同
時
に
行
な
っ
た
。
九
月
に
は
福
岡
県
に
も
調
査
員
が
出
張
し
て
き
た
。
そ
し
て
翌
六
年
三
月
三

日
、
「
旧
藩
藩
負
債
償
還
ノ
御
処
分
」
と
同
時
に
、
「
貸
附
金
穀
取
立
法
脚
に
が
達
せ
ら
れ
た
。

こ
の
両
者
、
藩
債
処
分
と
旧
藩
貸
下
金
処
分
を
比
較
し
て
見
る
と
、
天
保
十
四
年
以
前
、
弘
化
元
年
よ
り
慶
応
三
年
ま
で
、
明
治
元
年

以
降
と
い
う
時
期
区
分
で
は
、
両
者
と
も
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
米
穀
相
場
や
銀
貨
・
紙
幣
の
交
換
相
場
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
千
田
稔
氏
も
指
摘
し
て
あ
る
様
に
、
藩
債
処
分
に
当
つ
て
は
商
人
等
富
有
層
を
対
象
と
し
て
い
る
が
た
め
に
厳
し
い
対
処
の
仕
方
を
し

て
お
り
、

一
方
旧
藩
貸
下
金
の
方
は
、

一
部
富
有
層
を
含
む
が
大
半
が
農
民
を
対
象
に
し
て
お
り
、
窮
民
層
を
対
象
と
し
た
項
目
、
「
正

租
雑
税
不
納
エ
テ
証
文
差
入
シ
貸
附
」
「
貧
民
へ
救
助
夫
食
種
籾
農
具
代
ト
シ
テ
貸
附
」
「
産
資
ノ
為
金
穀
及
品
物
貸
附
」
「
税
外
産
物
及

貯
蓄
米
等
ノ
内
貸
附
」
「
土
族
帰
農
商
産
資
金
ト
シ
テ
貸
附
」
「
宿
場
助
成
金
ト
シ
テ
金
穀
貸
附
」
「
通
常
貸
附
金
穀
」
等
は
一
部
棄
損
、

対＊
事‘

百円頚湖周）品叩耕輔沌44刑制

台車 4子今週 ミ企 画官 車検
~ 亙

とE 軍事ゆ：E 調亙 ~ 

~ 
温

~ミ1 i ~ § ~ ~]H 古事
トa

日 E。 】 N と宇
登。 N) ＋骨

ド~、－~ 
温

~ι8 i O ~ ~ ffi 3ョ百F
。a

"" Nl 日

e、a e、a 4者

ト印。~ § 怠印

温

印叶 0 ~ 0 0 ~ 3卦 百F

e‘ 0 を。 Nと宇
e。 e。 4者

活

句。雲 § § き@]H fil( 

Cl も。 トa
E、。 む。 4社

温

§ 怠 .... 百F
句。答 。 0 @]tt a, 

e。 怪。
4社登。 e。

I C除8l。DE回虻間,:,; 、駐 ~, i:E 温

百F
‘'I 
4骨

。‘g~ 
語J開! 古ロミ島宇 ョ

濁

百F
。。
4社

※
「
鵡
蒲
」

h
q
4
4司
持
。

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉

四



機世
S.ilヨ4

ミ
-¥J

III El:! 
• ＼

ト
匝
語
録
（
護
＊
）

自
国

表
5

広
瀬

家
拝

借
高

項
目

｜
明

治
2
年

｜
明

治
3
年

｜
明

治
4
年

｜
明

治
5
年

｜
明

治
6

年
｜

明
治

7
年

明
治

8
年

両
分

両
分

両
分

両
分

両
分

円
銭

円
銭

旧
幕

引
継

拝
借

12000 
10800 

9600 
8400 

7200 
6840 

6480 

石
高

拝
借

金
1459 

73 36 

福
岡

藩
2157 2

 
2020 3

 
1884 

1
 

1884 
1884 

1884 
66 

1531 
永
160

文
永
410

文
永
410

文
永
410

文
永
660

文

岡
港

301 
2
 

46 0
 3
 

37 
2
 2
 

37 
2
 2
 

37 
2
 2
 

38 5
0
 5

 
38 50 5

 
永

21
文
6

永
130

文
永
880

文
氷
880

文
永
880

文

府
内

藩
42 

42 
42 

42 
42 

42 09 44 
。

永
94

文
4

永
94

文
4

永
94

文
4

永
94

文
4

厳
保

新
開

900 
800 

600 
600 

600 

言十
14501 

13808 
3
 3
 

9764 
2
 2
 

9405 
25 

94 
10109 

23 86 
永
276

文
永
634

文
4

永
384

文
4

氷
384

文
4

永
634

文
4

※
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げ
ら
れ
て
い
な
い
。
府
内
へ
の
貸
付
金
七

O
O
O両
は
府
内
藩
物
産
所
の
仕
入
金
の
貸
付
け
で
、
こ
れ
を
旧
府
内
県
負
債
と
し
て
届
け
ら

れ
て
い
た
の
で
急
拠
、
広
瀬
家
よ
り
異
議
の
申
立
て
を
し
た
。

乍
恐
以
書
附
奉
申
上
怜

《
明
治
問
）

私
義
亡
父
以
来
引
請
罷
在
凶
旧
府
内
物
産
所
江
辛
未
十
二
月
、
金
七
千
両
産
物
買
入
売
払
次
第
請
取
師
約
定
ニ
而
出
金
仕
、
当
三
月

中
産
物
売
立
之
利
金
請
取
之
相
済
同
問
、
四
月
ニ
一
間
支
配
人
口
上
を
以
御
届
申
上
置
師
、
右
者
旧
府
内
県
負
債
－
ア
無
御
座
全
私
物
－
一
同

得
共
、
旧
府
内
県
下
江
支
配
人
差
出
取
斗
来
怜
儀
ユ
而
、
天
保
度
右
旧
藩
御
勝
手
向
必
至
御
差
支
之
閥
、
亡
父
江
世
話
筋
御
依
頼
ニ
相

成
内
問
、
同
人

2
私
物
引
請
之
物
産
所
ハ
取
締
向
願
立
、
旧
府
内
県
S
御
役
員
御
附
置
被
下
昨
義
ニ
御
座
師
、
然
ル
処
旧
蹴
右
御
役
人

官
物
と
御
心
得
其
筋
江
御
届
申
上
凶
様
申
来
仲
間
、
右
取
締
御
役
員
8
証
文
請
取
之
、
無
何
心
御
届
申
上
不
都
合
之
次
第
ニ
相
成
奉
恐

入
内
得
共
、
全
前
文
奉
申
上
内
通
、
産
物
買
入
元
金
差
出
凶
義
ニ
而
官
物
ト
申
ニ
ハ
無
御
座
師
、
御
尋
ニ
付
此
段
乍
恐
以
書
附
奉
申
上

師
、
以
上明

治
五
年
十
月

広
瀬
源
兵
衛

大
分
県
御
庁

源
兵
衛
は
私
物
引
受
の
物
産
所
で
あ
る
か
ら
産
物
買
入
元
金
と
し
て
差
出
し
た
七

O
O
O両
は
官
物
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
の
時
点
、
諸
藩
の
産
物
会
所
へ
の
貸
金
が
元
利
共
に
返
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
広
瀬
家
の
府
内
藩
へ
の
発
言
力

の
大
き
さ
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
元
利
金
は
既
に
返
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
広
瀬
家
の
言
い
分
は
認
め
ら
れ
た
。

六
年
の
藩
債
処
分
の
結
果
、
広
瀬
家
に
は
、
対
馬
・
小
倉
・
秋
月
各
藩
へ
の
貸
付
金
の
内
、
旧
公
債
証
で
二
八
六
五
円
、
対
馬
・
岡
藩

へ
の
貸
付
の
内
、
新
公
債
証
で
九
二
二
五
円
支
払
わ
れ
た
。
福
岡
藩
へ
の
貸
付
金
は
未
処
分
と
な
っ
た
。
広
瀬
家
は
福
岡
藩
へ
の
貸
付
金

を
、
五
年
の
「
積
帳
」
よ
り
「
凡
積
」
と
し
て
一
四

O
八
両
書
上
げ
て
お
り
、
千
原
家
も
二
年
、
同
藩
へ
の
貸
付
金
八
五

O
両
が
あ
っ

た
。
福
岡
藩
に
は
二
年
一
一
月
よ
り
三
年
一

O
月
に
か
け
て
、
二
分
判
調
達
金
が
福
・
博
商
人
等
よ
り
一
五
万
両
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

四
五



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

千原家の各藩貸付高

藩 名｜明治 1年｜明治 2年｜明治 3年｜明治 4年
銀貫匁 震匁 貫匁 貫匁

倉 597 492 471 260 868 963 5 1180 877 7 

小倉新田 78 48 48 48 

対（田代領馬） 6 6 6 6 

福 岡 9 。 35 700 35 700 

森 。 18 380 。 。
中 津 。 。 12 。

計 690 492 543 640 

表6

四
六

を
大
蔵
省
が
藩
債
と
し
て
認
め
な
い
の
で
、
大
蔵
省
へ
は
表
向
き
献
金
と
い
う
こ
と
に
す

れ
ば
、
知
事
よ
り
規
則
通
り
二
五
ヶ
年
賦
返
金
に
な
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
恐
縮
な
の

で
、
二
・
五
割
か
三
割
の
現
金
下
渡
し
と
す
る
内
談
が
あ
り
、
金
主
達
は
献
金
と
決
定
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
積
帳
」
七
年
分
に
、
「
去
酉
年
中
大
蔵
省
2

再
応
御
札
有
之
、
金
札
納
之
分
ハ
御
規
則
通
御
処
分
之
筈
、
正
金
納
ハ
金
献
金
相
成
M
W
ニ

付
、
旧
知
事
公

2
御
債
被
下
筈
」
と
あ
り
、
大
蔵
省
は
金
札
の
貸
金
は
公
債
に
認
め
て
も
、

正
金
の
分
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
、
広
瀬
・
千
原
両
家
の
福
岡
藩
貸
金

七
年
七
月
末
に
新
公
債
証
で
下
付
さ
れ
た
。

分
は
、広

瀬
家
の
拝
借
金
高
は
五
年
正
月
段
階
で
は
日
田
県
預
り
金
・
旧
幕
引
継
拝
借
金
・
福

千原家「店卸帳」より作成。

岡
藩
・
厳
保
新
開
分
が
多
く
、
六
年
三
月
の
旧
藩
貸
下
金
処
分
後
の
七
年
「
積
帳
」
で

は
、
旧
幕
引
継
拝
借
金
・
福
岡
藩
・
厳
保
新
開
分
が
多
額
残
っ
た
。
広
瀬
家
に
は
こ
の
外

に
五
年
一

O
月
段
階
で
、
石
高
拝
借
金
が
一
万
九
二
五
円
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
瀬

久
右
衛
門
拝
借
と
な
っ
て
い
る
の
で
記
載
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
千
原
家
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
千
原
家
の
五
年
の
「
店
卸
帳
」
が
未
決
算
な
の

で
、
四
年
ま
で
の
諸
藩
へ
の
貸
付
け
状
況
を
見
る
と
表
6
の
様
に
な
る
。
千
原
家
は
や
は

※ 

り
小
倉
藩
へ
の
貸
付
け
が
主
で
、
産
物
方
引
受
商
人
で
あ
っ
た
万
屋
（
小
今
井
）
助
九
郎
・

柏
木
勘
八
郎
両
名
へ
の
貸
付
け
も
銀
一
五

O
貫
目
残
っ
て
い
た
。
四
年
末
に
は
千
原
家
は

小
倉
藩
に
対
し
て
五
万
四
六

O
O両
余
の
貸
金
が
あ
り
、
そ
の
内
の
三
万
三

O
O
O両
は
三
年
一
二
月
よ
り
四
年
七
月
に
か
け
て
鎮
台
出

兵
入
用
の
た
め
に
貸
付
け
た
額
で
あ
り
、
そ
の
年
の
年
貢
米
が
抵
当
に
入
っ
て
い
た
だ
け
に
、
藩
債
の
支
払
い
停
止
が
千
原
家
に
与
え
た



影
響
は
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
千
原
家
は
小
倉
藩
よ
り
慶
応
三
年
一

O
月
に
二

O
人
扶
持
を
加
増
さ
れ
て
四
四
人
扶
持
と
な
り
、
同
時
に

小
倉
新
田
藩
よ
り
は
勝
手
方
回
復
の
上
は
知
行
三

O
O石
を
与
え
る
約
束
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
久
留
米
（
三

O
人
）
・
秋
月
（
二
人
〉
・

厳
原
（
一
五
俵
）
・
森
（
一
二
人
〉
各
藩
の
扶
持
と
共
に
廃
止
さ
れ
、
永
納
金
も
反
故
に
さ
れ
て
、
旧
幕
引
継
金
・
石
高
拝
借
金
と
多
額

の
借
金
を
抱
え
た
千
原
家
の
経
営
は
成
立
た
な
か
っ
た
。

幸
右
衛
門
は
藩
債
処
分
並
び
に
旧
藩
貸
下
金
処
分
を
次
の
様
に
述
べ
て
、
白
か
ら
の
衰
運
を
歎
い
た
。

去
ル
庚
午
辛
未
両
年
、

日
田
県
為
守
衛
豊
津
藩
兵
出
張
用
途
、
同
藩
エ
多
分
ノ
調
達
金
其
瑚
一
時
御
消
却
可
相
成
之
処
、
辛
未
七
月

廃
落
置
県
之
御
沿
革
被
仰
出
、
藩
債
之
分
一
切
御
下
金
無
之
、
其
後
数
十
ヶ
月
ノ
間
不
砂
利
金
等
都
テ
御
下
ケ
無
之
而
己
ナ
ラ
ス
弐
拾

五
ヶ
年
割
公
債
証
書
御
下
渡
、
其
他
諸
藩
エ
新
旧
調
達
金
等
多
分
之
金
高
総
テ
御
規
則
ニ
拠
リ
御
処
分
ニ
相
成
、
是
以
私
之
衰
運
ト
ハ

乍
申
、
諸
藩
エ
拝
借
金
ノ
分
ハ
何
レ
モ
短
年
期
ヲ
以
返
納
被
仰
出
、
毎
度
御
厳
達
ヲ
受
（
略
）

七
年
一
月
一

O
目
、
豊
津
（
小
倉
）
藩
調
達
金
一
万
五

O
O雨
、
六

O
O
O両
、
五

O
O
O両
、
千
束
〈
小
倉
新
田
）
藩
調
達
金
五

O

O
両
、
三

O
O両
、
秋
月
藩
調
達
金
一

O
六
両
二
分
余
が
公
債
と
し
て
認
め
ら
れ
、
二
万
二
四

O
O円
が
旧
公
債
証
（
五
年
よ
り
無
利
足

五
0
ヶ
年
賦
）
で
、
端
数
の
六
円
五
九
銭
は
現
金
で
一
円
四
三
銭
七
厘
が
支
払
わ
れ
が
戸

こ
の
内
豊
津
（
小
倉
）
藩
分
六

O
O
O両
・
五

O
O
O両
は
長
州
征
伐
の
際
、
複
数
の
日
田
商
人
で
貸
付
け
た
軍
事
資
金
の
残
り
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
元
治
元
年
八
・
九
月
の
両
度
に
わ
た
っ
て
融
資
し
た
一
万
両
の
残
金
が
六

O
O
O両
で
、
債
権
者
は
千
原
幸
右
衛
門
・

広
瀬
源
兵
衛
・
草
野
忠
右
衛
門
・
手
嶋
儀
七
・
広
瀬
三
右
衛
門
・
森
藤
右
衛
門
・
山
田
小
三
郎
・
山
田
為
作
・
山
田
半
四
郎
・
山
田
作
兵

衛
・
森
甚
左
衛
門
の
一
一
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
慶
応
元
年
五
月
調
達
の
一
万
両
は
五

O
O
O両
の
残
高
が
あ
り
、
こ
の
債
権
者
は
八
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
内
幸
右
衛
門
分
は
三
三

O
O両
で
あ
っ
た
が
、
幸
右
衛
門
が
代
表
し
て
旧
公
債
証
を
受
取
っ
た
。
こ
の
外
、
豊
津
藩
調
達

金
一
万
五

O
O両
は
文
久
二
年
正
月
の
千
原
家
の
貸
金
で
あ
る
。

秋
月
藩
に
は
安
政
四
年
、
切
手
引
揚
の
た
め
に
二

O
O両
融
通
し
て
い
た
が
、
万
延
元
年
に
残
高
一
七
三
両
を
元
金
と
し
、
二
朱
の
利

落
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

四
七



以
上
の
外
に
千
原
家
に
は
、
厳
原
藩
田
代
領
に
広
瀬
家
と
共
に
調
達
し
た
分
が
あ
っ

て
、
そ
の
分
一
五

O
両
が
旧
公
債
証
で
交
付
さ
れ
た
。

以
上
は
全
て
旧
公
債
証
が
交
付
さ
れ
て
お
り
、
慶
応
三
年
ま
で
の
旧
藩
へ
の
調
達
金
で

あ
る
。
新
公
債
証
の
記
載
が
千
原
家
の
帳
簿
に
な
い
。
恐
ら
く
新
公
債
は
千
原
家
の
手
元

に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
売
払
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
福
岡
藩
へ
の
調
達
金
八
五

O
両
分
の

新
公
債
も
す
ぐ
に
処
分
さ
れ
て
お
引
山
明
治
三
・
四
年
の
豊
津
藩
へ
の
調
達
金
三
万
三

O

O
O両
は
、
一
万
五

O
O
O両
が
小
笠
原
忠
悦
の
私
債
に
、
残
る
一
万
八

O
O
O両
は
五

代
友
厚
よ
り
の
借
金
一
万
円
の
抵
当
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
分
の
新
公
債
は
日
田
で
は
受

取
ら
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
六
年
九
月
、
東
京
在
住
の
幸
右
衛
門
は
豊
津
藩
調
達
金
一
万

八
O
O
O両
に
つ
い
て
、
「
当
地
ニ
於
テ
引
受
人
も
有
之
内
問
、
速
二
冗
却
借
用
返
済
仕

度
、
〈
略
）
東
京
罷
在
帥
間
何
卒
当
地
ニ
而
御
下
渡
被
仰
付
師
」
様
と
願
出
品
目
恐
ら
く
こ
こ
の
願
出
は
受
理
さ
れ
て
東
京
で
公
債
は
渡

さ
れ
、
す
ぐ
に
売
却
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉

千原家の拝借金処分

項 目 金 額｜ 条 件

門

① 旧幕引継金 10,800 明6より20ヶ年賦，月利5朱。

② 救済備金 10,000 明6より 2ヶ年賦，月利5朱。

③ 石高拝借金 21,850 明5より 9ヶ年賦。

＠ 旧（久藩留貸米下藩金） 1,000 明6より 8ヶ年賦。

⑤ 同（豊津審〉 6,000 明6より無利息10ヶ年賦。

⑥ 同（森 藩）
500 明10より 10ヶ年滅。

表7

四
A 

付
で
九
ヶ
年
賦
と
し
て
い
た
。
そ
の
残
高
が
一

O
六
両
二
分
余
残
っ
て
い
た
。

小
倉
新
田
（
千
束
〉
藩
分
は
、
安
政
三
年
調
達
金
五

O
O両
（
明
治
三
年
ま
で
月
一
歩

の
利
息
は
受
取
済
み
）
と
文
久
三
年
調
達
金
三

O
O両
に
対
し
て
旧
公
債
が
交
付
さ
れ

た

「御金御用帳」より作成。※ 

次
に
、
千
原
家
が
受
け
た
旧
藩
貸
下
金
処
分
を
表
7
に
掲
げ
た
。

①
は
、
慶
応
四
年
旧
幕
引
継
御
用
金
預
り
を
皆
納
す
る
た
め
に
、
不
足
金
四
万
両
を
金
札
で
掛
屋
四
人
が
借
用
し
同
一
か
、
そ
の
返
済
残

り
の
千
原
家
分
で
あ
る
。
広
瀬
家
は
一
万
二

O
O
O両
の
借
用
に
対
し
、
六
年
一

O
月
段
階
で
七
二

O
O両
の
残
高
が
あ
る
ハ
「
積
帳
」
）
。



四
万
両
は
五
年
二
月
段
階
で
、
二
万
八

O
O
O両
の
残
高
で
あ
っ
た
の
で
、
元
掛
屋
四
人
よ
り
無
利
足
二

0
ヶ
年
賦
を
願
出
た
所
、
「
同
年

迄
者
兼
而
被
仰
付
置
外
通
無
滞
上
納
仕
同
ハ
、
、
以
後
之
義
者
格
別
御
仁
憧
之
御
沙
汰
可
被
成
下
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
五
年

分
四

O
O
O両
と
利
金
を
納
め
た
。
六
年
四
月
、
四
人
が
残
金
二
万
四

0
0
0両
の
無
利
足
、
三

0
ヶ
年
賦
を
願
出
た
所
、
「
山
田
半
四

郎
儀
ハ
格
別
之
訳
ヲ
以
旧
日
田
県
ニ
於
テ
年
延
利
下
返
納
御
聞
届
」
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
山
田
半
四
郎
が
願
人
に
加
わ
っ
て
は
不
都
合

七
月
、
山
田
半
四
郎
を
除
い
た
三
名
で
同
文
の
願
書
を
出
し
た
。

と
言
う
の
で
、

一
O
月
に
、
六
年
よ
り
月
利
五
朱
で
二

0
ヶ
年
賦
が
仰

せ
付
け
ら
れ
た
。

②
は
勧
業
金
の
拝
借
分
で
あ
る
。
五
年
八
月
、
元
年
以
来
の
租
税
金
並
び
に
御
用
預
ケ
金
一
万
六
七
一
三
両
余
（
千
原
家
分
）
を
残
ら

ず
上
納
す
る
様
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
千
原
家
は
三
・
四
年
に
、
御
用
預
ケ
金
・
諸
藩
札
・
他
借
等
で
も
っ
て
三
万
三

O
O
O両
を

旧
豊
津
藩
に
調
達
し
て
お
り
、
そ
の
返
済
が
政
府
の
通
達
で
差
留
め
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
返
済
金
が
下
渡
さ
れ
る
ま
で
、
租
税
預

り
金
の
上
納
を
猶
予
し
て
く
れ
る
様
願
出
た
。
翌
六
年
六
月
に
は
、
租
税
預
り
金
残
高
が
一
万
二
九
二
一
両
余
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
返

済
に
当
て
る
た
め
二
万
円
の
拝
借
を
願
出
た
と
こ
ろ
、
一

O
月
に
な
っ
て
一
万
円
（
月
利
五
朱
、
七
・
八
年
両
度
納
め
）
が
勧
業
金
の
内

よ
り
貸
渡
さ
れ
た
。
こ
の
一
万
円
は
租
税
預
り
金
の
支
払
い
に
当
て
ら
れ
た
。
翌
七
年
九
月
、
幸
右
衛
門
は
「
日
団
地
ノ
景
況
実
三
家
徴

ヲ
極
メ
、
田
畑
山
林
ヲ
以
金
子
調
達
目
途
無
之
、
追
々
不
如
意
ニ
陥
リ
多
分
ノ
借
財
相
嵩
、
何
分
一
家
滅
亡
ノ
際
、
生
計
ノ
見
込
付
兼

（
略
）
去
月
一
五
日
豆
田
町
居
宅
明
渡
、
夫
々
外
方
へ
譲
渡
貸
渡
ノ
上
、
僻
地
草
場
村
エ
転
潜
仕
、
〈
略
）
数
代
連
綿
相
稼
来
昨
酒
醤
油
造
、

其
他
之
商
業
（
略
）
一
時
ニ
廃
業
」
と
歎
い
て
、
一
万
円
の
返
済
の
目
途
が
立
た
な
い
の
で
、
無
利
足
一
五
ヶ
年
賦
を
願
出
一
明
そ
の
結

果
、
幸
右
衛
門
の
従
来
の
功
が
認
め
ら
れ
て
、
無
利
足
一

0
ヶ
年
賦
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
尚
、
七
年
よ
り
八
年
に
か
け
て
の
利
子
六

0
0

円
は
上
納
す
る
様
命
じ
ら
れ
た
。

③
は
石
高
拝
借
金
で
あ
る
。
明
治
元
年
、
政
府
の
金
札
発
行
の
意
図
を
汲
ん
で
日
田
県
が
興
し
た
事
業
、
生
産
会
所
が
行
詰
ま
っ
た

際
、
そ
の
費
用
を
諸
商
人
が
引
受
け
た
が
、
そ
の
た
め
に
彼
等
は
三
年
秋
、
拝
借
願
を
出
し
た
。
す
る
と
、
知
事
松
方
正
義
よ
り
、
日
田

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉

四
九



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

県
の
政
府
拝
借
金
札
一
八
万
一
柳
〕
の
内
、
一

O
万
両
の
拝
借
が
仰
付
け
ら
れ
〔
伽
が
し
か
し
そ
の
後
、
竹
槍
一
挟
が
お
こ
り
、
一

O
万
両
の
振

分
け
が
行
な
わ
れ
た
の
は
四
年
二
一
月
の
こ
と
で
、
拝
借
高
は
九
万
一

0
0
0両
で
あ
っ
た
。
養
育
館
に
一
万
両
振
当
て
ら
れ
、
残
る
八

万
一

O
O
O両
が
一
七
人
に
振
分
け
ら
れ
た
。
書
類
が
整
っ
た
の
は
五
年
一

O
月
で
あ
る
。
千
原
家
の
生
産
会
所
引
請
高
と
石
高
拝
借
金

の
関
係
は
次
の
様
で
あ
る
。

五。

引
請
高

一
金
壱
万
四
千
九
百
五
拾
四
両
弐
分

生
産
金

午
三
月
九
O
間
十
月
迄
月
壱
歩
之
利

此
利
金
千
三
百
四
拾
五
両

同
所
＠
8
生
蟻
七
拾
弐
丸
引
請

一
金
千
百
六
拾
三
両

永
九
百
五
文

午
三
月
九
D
閏
十
月
迄
右
同
断

此
利
金
百
四
両

永
六
百
七
拾
文

小
以
利
金
千
四
百
五
拾
両

永
五
百
七
姶
五
文

午
十
一
月
六
日
旧
日
田
県
当
預
り
書
ニ
て
上
納

知
三
納
帳
へ
控
有
之

残
元
金
壱
万
六
千
百
拾
七
両
弐
分

内

元
金
百
拾
七
両
弐
分

端
金
之
分
未
十
一
月
十
五
日
上
納

利
金
千
九
百
三
拾
四
両

永
百
文

午
十
一
月
九
点
未
十
月
迄
月
壱
歩
之
利

未
十
一
月
十
五
日
上
納

但
元
金
壱
万
六
千
百
拾
七
両
弐
分

残
元
金
壱
万
六
千
両

金
三
千
両

外

増
拝
借
申
十
月
十
日
日
記
有
之

〆
金
壱
万
九
千
両



為
此
当

域
内
草
場
田
地
不
残

〆
本
証
文
井
引
当
横
折
帳
納
置

大
野
出
口
塚
田
山
林
拾
八
ケ
所

此
利
金
弐
千
八
百
五
拾
両
頭
壱
割
五
歩
之
利
足

〆
金
弐
万
千
八
百
五
拾
両

明
治
五
申
2
辰
迄
九
ヶ
年
割
上
納
可
仕
事

年
々
十
月
廿
日
限
上
納
可
致
事

千
原
家
の
三
年
三
月
生
産
所
引
請
高
は
一
万
五

O
O
O両
足
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
広
瀬
家
よ
り
生
蝋
を
引
受
け
た
分
と
月
一
歩

の
利
足
が
加
わ
り
、
四
年
に
元
金
の
端
金
と
利
子
を
支
払
っ
て
残
金
一
万
六

O
O
O両
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
石
高
拝
借
金
三

O
O
O両
が

追
加
さ
れ
て
五
年
一

O
月
の
石
高
拝
借
金
は
一
万
九

O
O
O両
と
な
っ
た
。
こ
の
返
済
に
つ
い
て
当
初
は
一
ヶ
年
金
一
二

O
O両
宛
、
金

札
を
も
っ
て
九
ヶ
年
上
納
皆
済
の
話
で
あ
っ
た
が
、
五
年
五
月
に
、
「
拝
借
金
高
ニ
頭
壱
割
五
歩
之
利
足
相
加
、
九
ヶ
年
ニ
成
崩
返
納
」
と

変
っ
た
た
め
、
豆
田
・
隈
町
の
拝
借
入
は
当
初
の
返
済
方
法
を
取
り
た
い
と
願
出
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
千
原
家
の
場
合
は
一
万
九

0
0
0両
に
一
割
五
歩
の
利
息
を
加
え
た
金
額
、
二
万
一
八
五

O
両
を
九
ヶ
年
で
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
当
初
の
案
に
比
べ

る
と
、

一
三
三

O
両
の
過
金
と
な
る
。

広
瀬
家
の
場
合
、
同
家
の
生
産
会
所
引
請
高
は
当
初
一
万
三

O
O
O両
で
あ
っ
た
が
、
三
年
五
月
、

三
五

O
O両
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
部
を
返
済
し
て
同
家
の
石
高
拝
借
金
は
九
五

O
O両
で
あ
っ
た
。

五
O
O両
を
追
加
引
受
け
て
一
万

隈
町
生
産
会
所
の
引
受
人
は
山
田
小
三
郎
・
山
田
作
兵
衛
・
森
甚
左
衛
門
の
三
名
で
、
三
万
七

O
O
O両
を
引
受
け
た
。
彼
等
は
四
年

分
の
利
子
は
漸
ゃ
く
上
納
出
来
た
が
、
甚
だ
難
渋
す
る
の
で
歎
願
し
た
所
、
山
田
小
三
郎
外
六
名
の
旧
拝
借
金
八

O
O
O両
が
加
え
ら

れ
、
都
合
四
万
五

0
0
0両
と
な
り
、
こ
の
分
は
山
田
小
三
郎
・
同
作
兵
衛
・
同
為
作
・
井
上
龍
三
郎
・
森
恒
右
衛
門
・
同
藤
蔵
・
同
甚

落
債
処
分
と
日
回
・
千
原
家
（
楠
本
〉

五



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

五

左
衛
門
七
名
の
責
任
と
な
っ
た
。
こ
の
内
森
甚
左
衛
門
分
は
九
四

O
O両
で
、
五
年
一

O
月
、
こ
れ
に
一
割
五
分
の
利
息
を
加
え
、
九
ヶ

年
割
返
納
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
内
二
七
六

O
両
を
養
育
所
育
児
金
と
し
て
拠
出
ハ
間
も
な
く
こ
れ
は
小
学
校
の
寄
付
金
と
な
る
〉
、
石

高
拝
借
金
の
合
計
は
八

O
五
O
円
両
な
っ
た
が
、
名
目
が
変
っ
た
だ
け
で
、
矢
張
一
万
八
一

O
両
の
拝
借
に
変
わ
り
は
な
い
と
甚
左
衛
門

は
歎
い
た
。

＠

i
＠
は
旧
藩
よ
り
千
原
家
が
借
り
受
け
た
分
の
処
分
で
あ
る
。

＠
千
原
家
は
久
留
米
藩
へ
安
政
四
年
、
三
七
五

O
両
を
永
納
し
た
こ
と
に
よ
り
三

O
人
扶
持
を
貰
っ
て
い
た
が
、
明
治
二
年
よ
り
扶
持

米
は
来
な
く
な
っ
た
。
逆
に
三
年
四
月
、
幸
右
衛
門
は
久
留
米
成
産
方
役
所
よ
り
二

O
O
O両
を
借
用
し
た
。
月
一
歩
三
厘
五
毛
の
利

息
で
、
返
済
は
茶
方
下
受
け
の
近
江
屋
栄
吉
・
升
屋
義
三
郎
が
新
茶
を
長
崎
へ
積
下
し
、
長
崎
御
屋
敷
で
返
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
恐
ら
く
幸
右
衛
門
は
、
久
留
米
藩
へ
の
永
納
金
も
し
く
は
扶
持
米
代
と
精
算
す
る
積
り
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
永
納
金
は
切
捨

て
、
扶
持
は
廃
止
さ
れ
、
拝
借
金
の
み
が
残
っ
た
。
こ
の
内
一

O
O
O両
が
旧
久
留
米
藩
拝
借
金
と
し
て
残
り
、
残
金
一

O
O
O両
は
、

三
瀦
県
士
族
永
田
圧
吾
へ
弁
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
年
九
月
、
永
田
庄
吾
と
示
談
の
取
決
め
を
す
る
様
通
達
が
あ
っ
た
が
、
翌
年
六

月
に
な
っ
て
も
解
決
し
な
か
っ
た
。

⑤
明
治
三
年
間
十
月
、
幸
右
衛
門
は
豊
津
藩
よ
り
九

O
O
O両
を
借
用
し
た
。
そ
の
残
金
六

O
O
O両
に
対
し
、
無
利
足
一

0
ヶ
年
賦

上
納
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
七
年
三
月
）
が
、
旧
豊
津
藩
へ
の
千
原
家
調
達
金
は
二
五
ヶ
年
賦
或
い
は
五

0
ヶ
年
賦
の
公
債
証
書
で
下
渡
さ

れ
た
事
情
を
申
立
て
、
棄
摘
願
の
歎
願
を
出
し
討
結
果
、
九
年
よ
り
無
利
足
二

0
0ヶ
年
賦
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
毎
年
三

O
円
の
納
付
で

あ
る
。
こ
の
前
年
、
千
原
家
は
小
笠
原
家
に
対
し
杉
山
野
を
抵
当
に
五

O
O
O円
の
借
用
願
を
出
し
、
三

O
O
O円
が
貸
与
さ
れ
て
い
市

＠
旧
森
藩
よ
り
の
拝
借
金
に
対
し
て
は
六
年
三
月
に
「
森
藩
ヨ
リ
ハ
準
備
金
ヲ
以
テ
三
千
円
預
ケ
置
キ
タ
リ
ト
申
立
、
又
幸
右
衛
門
ヨ

リ
ハ
永
納
金
－
一
引
当
預
リ
置
キ
タ
ル
云
々
其
意
味
符
合
セ
サ
レ
ハ
更
ニ
双
方
取
糾
シ
事
実
明
白
申
立
ツ
ヘ
シ
」
と
の
政
府
指
令
が
出
古
山

こ
の
処
分
が
決
定
す
る
迄
に
は
か
な
り
の
時
聞
を
要
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
述
べ
て
み
る
。



安
政
四
年
、
森
藩
勝
手
方
よ
り
日
田
商
人
へ
永
納
金
一

O
O両
に
付
き
三
人
扶
持
支
給
の
示
談
が
あ
り
、
日
田
商
人
は
そ
れ
に
応
じ
て

永
納
し
、
文
久
元
年
に
は
永
納
金
一

0
0
0両
に
付
き
二

O
O両
の
増
出
金
を
し
た
。
そ
の
後
慶
応
二
年
に
は
米
価
沸
騰
に
付
き
向
後
年

一
割
の
利
息
は
蔵
米
渡
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
自
由
商
人
は
永
納
金
願
下
げ
の
申
出
を
し
た
。
そ
こ
で
森
藩
よ
り
慶
応
二
年
に
一
五

O
O両
、
明
治
三
年
に
一

0
0
0両
が
千
原
家
に
預
け
ら
れ
、
千
原
家
よ
り
は
一
割
一
歩
の
利
子
を
納
め
て
き
た
。
四
年
八
月
森
藩
よ
り
、

預
り
切
手
の
大
蔵
省
届
高
一
万
両
の
辻
楼
が
合
わ
な
い
の
で
、
金
三

O
O
O両
蔵
米
千
石
の
預
り
証
書
を
二
年
四
月
付
け
で
差
出
す
様
、

そ
う
す
れ
ば
一
万
両
の
申
訳
も
立
ち
、
藩
札
は
別
途
に
引
揚
げ
て
千
原
家
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
と
言
っ
て
来
た
。
し
か
し
二
五

O
O両

は
永
納
入
に
返
済
す
べ
き
も
の
で
証
書
を
差
出
す
こ
と
は
罷
踏
わ
れ
た
が
、
同
藩
よ
り
の
達
て
の
願
に
付
き
幸
右
衛
門
は
証
書
を
提
出
、

金
五

O
O円
米
千
石
蔵
預
り
切
手
を
受
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
同
藩
よ
り
三

O
O
O両
を
森
藩
札
準
備
金
と
し
て
大
分
県
に
届
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
永
納
入
一
同
は
、
永
納
金
二
五

O
O両
を
千
原
家
へ
の
預
け
金
三

O
O
O両
の
内
よ
り
返
済
し
て
く
れ
る
様
願
出
た
。

結
局
こ
の
願
は
認
め
ら
れ
て
、
差
額
の
五

O
O円
が
千
原
家
の
借
金
と
し
て
残
っ
た
。
千
原
家
は
一

O
年
賦
で
こ
の
分
を
完
済
し
た
。

以
上
の
様
に
、
藩
債
処
分
ま
た
は
旧
藩
貸
下
金
処
分
に
よ
っ
て
各
商
人
の
返
済
額
・
方
法
は
決
ま
っ
た
が
、
各
商
人
は
こ
れ
に
如
何
に

対
応
し
て
い
っ
た
か
を
次
に
述
べ
る
。

四
藩
債
・
旧
藩
貸
下
金
処
分
の
そ
の
後

千
原
家
は
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
公
金
預
り
の
特
権
を
失
い
、

そ
の
上
、
藩
債
並
び
に
旧
藩
貸
下
金
処
分
に
よ
っ
て
藩
債
は
二
五
ヶ
年

賦
・
五

0
ヶ
年
賦
の
公
債
化
、
扶
持
は
廃
止
、
永
納
金
は
棄
損
と
な
り
、
旧
藩
へ
の
貸
付
金
を
当
に
し
て
借
り
た
旧
藩
拝
借
金
、
石
高
拝

借
金
、
旧
幕
引
継
金
上
納
時
に
借
り
た
拝
借
金
と
、
多
額
の
拝
借
金
の
み
が
残
り
、
千
原
家
の
経
営
は
廃
業
に
追
い
込
ま
れ
た
。

七
年
八
月
、
幸
右
衛
門
は
豆
田
町
の
家
宅
を
処
分
し
て
草
場
村
に
引
込
み
、
長
年
の
家
業
で
あ
っ
た
酒
醤
油
の
醸
造
業
は
休
業
し
、
一

部
を
手
放
し
た
。
翌
八
年
一

O
月
、
酒
造
業
の
廃
業
屈
が
出
さ
れ
た
。
広
瀬
家
は
何
と
か
持
堪
え
て
は
い
た
が
、
七
年
の
「
積
帳
」
以
後

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

五



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
〈
楠
本
〉

五
回

は
資
産
を
減
少
さ
せ
て
い
っ
て
お
り
、
九
年
に
至
っ
て
家
政
改
革
を
行
な
っ
て
本
家
を
貸
し
て
別
宅
に
引
越
し
対
山

旧
幕
引
継
金
・
石
高
拝
借
金
の
永
年
賦
・
棄
摘
願
が
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
旧
幕
引
継
金
に
つ
い
て
見
て

こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、

、
。

i
v
／
＼
 六

年
一
一
月
、

旧
幕
引
継
金
一
時
上
納
の
際
に
借
用
し
た
金
札
四
万
両
は
、
年
利
九
朱
、
二
年
よ
り
一

O
年
賦
で
あ
っ
た
。
五
年
に
は

残
高
二
万
四

O
O
O両
に
な
っ
て
い
た
が
そ
の
内
千
原
・
広
瀬
・
森
三
家
分
の
二
万
一
六

O
O両
は
、
月
利
五
朱
、
二

0
ヶ
年
賦
と
な

っ
た
（
六
年
八
月
）
。
こ
の
条
件
で
二
ヶ
年
返
納
し
、
八
年
五
月
、
元
掛
屋
四
人
よ
り
無
利
足
の
歎
願
を
大
分
県
に
伺
い
出
た
所
、
無
利

足
一
五
ヶ
年
賦
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
千
原
家
の
支
払
い
は
年
六
四
八
円
で
、
八
年
分
の
み
が
支
払
わ
れ
た
。

元
掛
屋
四
人
で
「
本
年
九
O
無
利
足
五
拾
ヶ
年
賦
」
を
歎
願
し
た
所
、
願
の
通
り
聞
入
れ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
迄
は
回

二
年
四
月
、

畑
家
屋
敷
引
当
証
を
差
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
度
は
無
引
当
と
な
り
、
こ
れ
迄
の
抵
当
は
引
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
時
点
で
千
原

家
の
残
高
は
九

O
七
二
円
、
広
瀬
家
分
は
六

O
四
八
円
で
あ
っ
た
。
千
原
家
は
こ
の
後
年
間
一
八
一
円
を
一
五
年
ま
で
支
払
い
、
残
高
八

一
六
回
円
余
は
、
二
一
年
九
月
に
一

0
ヶ
年
据
置
の
五

0
ヶ
年
賦
、
利
引
一
時
上
納
を
歎
願
し
て
願
の
通
許
可
さ
れ
た
。
二
二
年
六
月
、

千
原
家
は
六
七

O
円
余
り
を
返
納
し
て
、
旧
幕
引
継
金
に
伴
な
う
借
金
を
完
済
し
た
。
次
に
石
高
拝
借
金
の
返
済
経
緯
を
述
べ
る
。

五
年
、
元
金
に
一
割
五
歩
の
利
足
を
加
え
て
二
万
一
八
五

O
両
と
な
っ
た
千
原
家
の
借
金
は
五
年
よ
り
九
ヶ
年
賦
で
あ
っ
た
が
、
二
ヶ

年
返
納
後
の
七
年
に
は
、
無
利
足
二

0
ヶ
年
賦
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
松
方
正
義
へ
陳
情
し
、
「
松
方
公
之
御
周
旋
ニ
而
可
出
来

之
御
指
令
」
と
幸
右
衛
門
は
感
謝
し
い

mv
さ
ら
に
八
年
八
月
に
は
二
五
ヶ
年
賦
返
納
が
認
め
ら
れ
て
、
千
原
家
の
一
ヶ
年
の
返
納
高
は
六

七
九
円
余
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
二
ヶ
年
上
納
し
た
ま
ま
で
滞
納
し
、
一
五
年
に
な
っ
て
一
部
棄
損
が
認
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
二
八

五
O
円
（
五
年
、
元
金
一
万
九

O
O
O両
に
一
割
五
分
の
利
子
が
加
え
ら
れ
た
分
〉
と
、
八
三
五

O
円
四
三
銭
二
厘
（
生
産
所
の
貸
出
金

引
請
分
の
内
、
下
地
貸
借
用
人
の
滞
納
金
〉
計
一
万
一
二

O
O円
余
が
棄
摘
と
な
り
、
残
金
四
四
三
四
円
余
が
一
五
年
よ
り
五

0
ヶ
年
賦

と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
広
瀬
家
分
は
棄
摘
が
認
め
ら
れ
て
、
こ
の
年
で
完
済
し
〔
情
千
原
家
は
こ
の
後
も
一
ヶ
年
八
八
円
余
を
支
払
う
こ



と
に
な
っ
た
が
、
三
年
払
っ
た
の
み
で
滞
納
し
た
。
二

O
年
六
月
、
三

0
ヶ
年
間
一

O
円
宛
返
納
の
願
い
を
出
し
た
所
、
五
ヶ
年
間
一

O

円
宛
の
返
納
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
一
ヶ
年
分
を
上
納
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
二
三
年
に
千
原
家
よ
り
、
生
産
会
所
貸
付
金
を

借
用
し
た
者
は
既
に
赤
貧
者
と
な
っ
て
い
て
取
立
て
は
出
来
ず
、
取
立
て
の
手
当
は
な
く
、
数
年
間
取
立
て
に
従
事
奔
走
し
た
費
用
は
少

く
な
く
、
ま
た
二
二
年
の
洪
水
に
よ
っ
て
千
原
家
の
返
済
は
甚
だ
困
難
に
な
っ
た
と
述
べ
て
、
生
産
会
所
の
貸
出
金
に
係
わ
る
損
失
分
三

四
四
九
円
余
の
棄
指
願
を
出
し
、
残
り
の
七

O
八
円
余
は
千
原
家
が
出
し
た
損
失
で
、
こ
れ
を
八

0
ヶ
年
賦
年
一
割
利
引
計
算
で
一
時
上

納
を
仰
付
け
ら
れ
る
様
願
出
た
。
こ
れ
は
三
月
に
な
っ
て
聞
届
け
ら
れ
、
千
原
家
の
石
高
拝
借
金
の
返
納
は
漸
ゃ
く
終
っ
た
。

救
済
備
金
一
万
円
口
（
六
年
一

O
月
拝
借
、
月
利
五
朱
、
二
ヶ
年
賦
）
は
七
年
九
月
に
無
利
足
一

0
ヶ
年
賦
と
な
り
、
二
ヶ
年
分
が
返

納
さ
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
千
原
家
は
歎
願
し
て
、
一
一
年
よ
り
一
ヶ
年
五

O
O円
宛
の
返
納
と
な
り
、
四
ヶ
年
返
納
し
た
。
二
ハ
年
に

な
っ
て
、
一
五
年
分
よ
り
三

0
ヶ
年
賦
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
一
ヶ
年
分
二

O
O円
が
納
め
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
二

O

年
に
、
六

0
ヶ
年
賦
の
申
渡
し
が
あ
っ
た
が
、
千
原
家
は
返
納
せ
ず
、
二
一
年
九
月
に
、
旧
幕
引
継
金
の
残
高
と
共
に
一

0
ヶ
年
据
置
五

0
ヶ
年
賦
利
引
一
時
上
納
を
歎
願
し
て
許
可
さ
れ
、
二
日
分
の
残
高
一
万
三
九
六
四
円
余
に
対
し
、

め
て
完
済
し
た
（
二
二
年
五
月
〉
。

一
O
六
七
円
余
を
日
田
郡
役
所
に
納

千
原
家
の
豊
津
藩
貸
下
金
六

O
O
O両
（
無
利
足
、
六
年
よ
り
一

0
ヶ
年
賦
〉
に
つ
い
て
、
千
原
家
よ
り
棄
摘
願
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、

八
年
三
月
、
広
瀬
久
右
衛
門
（
福
岡
藩
〉
・
山
田
作
兵
衛
（
福
岡
藩
・
秋
月
藩
）
・
森
甚
左
衛
門
（
福
岡
藩
）
・
富
永
勘
三
郎
（
秋
月
藩
〉

等
の
旧
藩
貸
下
金
の
歎
願
と
共
に
、
二
五
ヶ
年
賦
の
通
達
が
出
さ
れ
た
。
千
原
家
は
さ
ら
に
歎
願
し
て
、
九
年
よ
り
無
利
足
二

0
0ヶ
年

賦
の
許
可
を
得
て
毎
年
三

O
円
宛
一
七
年
ま
で
支
払
っ
た
が
、
そ
の
後
滞
納
し
、
二

O
年
に
五
ヶ
年
間
一

O
円
宛
の
返
済
が
許
さ
れ
た
。

こ
れ
も
二
ヶ
年
分
返
納
し
た
の
み
で
、
残
五
七
一

O
円
は
二
三
年
三
月
、
棄
摘
さ
れ
た
。

広
瀬
家
の
場
合
、
福
岡
藩
貸
下
金
残
高
一
八
八
四
円
余
は
六
年
よ
り
一

0
ヶ
年
賦
と
な
っ
て
い
た
が
、

一
0
ヶ
年
間
一

O
円
宛
の
返
納
に
な
っ
制
い
ま
た
同
家
の
厳
保
新
開
拝
借
金
は
残
金
六

O
O円
に
二
割
の
利
金
を
加
え
、

一
O
年
に
な
っ
て
、
九
年
よ
り

八
年
よ
り
二

O

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
〉

五
五



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

五
六

ヶ
年
賦
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
五
年
の
「
積
帳
」
に
こ
の
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、

藩
債
並
び
に
旧
藩
貸
下
金
処
分
に
よ
っ
て
、
政
府
は
商
人
に
厳
し
い
処
分
を
課
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
回
商
人
千
原
家
に
は
借
金

の
み
が
残
っ
た
。
そ
こ
で
幸
右
衛
門
は
豆
田
町
の
家
を
畳
ん
で
草
場
村
に
引
込
ん
だ
。
そ
し
て
千
原
家
は
、
借
金
の
返
済
に
つ
い
て
は
他

借
に
よ
っ
て
返
済
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
政
府
に
支
払
延
期
・
棄
掲
願
を
出
し
、
ま
た
は
滞
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
出
し
た
処
分
に

一
四
年
に
棄
摘
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
O
年
を
過
ぎ
る
と
政
府
の
対
応
も
緩
や
か
に
な
り
、
二
五
ヶ
年
賦
・
五

0
ヶ
年
賦
の
長
期
返
済
、
さ
ら
に
は
棄
損
が
認
め

ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
殊
に
石
高
拝
借
金
は
生
産
所
の
損
失
金
を
各
商
人
に
引
受
け
さ
せ
た
所
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
側
に
は

支
払
う
意
志
が
な
く
、
盛
ん
に
永
年
賦
・
棄
損
願
を
出
し
た
。
一
二
年
八
月
、
「
生
産
所
御
貸
金
引
受
被
仰
付
師
仕
訳
書
」
で
は
、
既
納

金
元
利
九
七
一
七
円
余
り
に
対
し
て
生
産
所
引
受
後
の
元
利
取
立
高
が
八
七

O
五
円
余
と
な
っ
て
お
り
、
差
引
一

O
一
一
円
余
が
千
原
家

抵
抗
し
た
。

手
元
よ
り
「
全
ク
弁
償
」
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
以
後
石
高
拝
借
金
の
返
納
を
続
け
る
気
は
千
原
家
に
は
な
か
っ
た
。

日
田
商
人
よ
り
「
禄
高
整
理
公
債
証
下
附
」
の
請
願
が
な
さ
れ
た
。
日
田
商
人
が
得

藩
債
処
分
が
片
付
い
て
暫
ら
く
た
っ
た
三
一
年
、

て
い
た
扶
持
は
「
多
額
ノ
金
円
ヲ
調
達
シ
、
文
ハ
軍
資
ヲ
献
納
シ
、
或
ハ
各
藩
ノ
財
政
ヲ
整
理
シ
タ
ル
功
労
ニ
酬
フ
ル
為
メ
永
償
与
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
因
ヨ
リ
各
藩
士
華
族
ノ
賞
典
禄
ト
同
一
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
「
家
禄
賞
典
禄
処
分
法
」
の
第
一
条
、
百
姓

町
人
の
帯
万
並
び
に
扶
持
米
渡
方
等
の
禁
止
条
項
の
但
書
、
「
御
一
新
後
軍
功
有
之
カ
又
ハ
従
前
ノ
分
タ
リ
ト
モ
、
一
切
廃
シ
ニ
難
相
成
見

込
之
分
ぺ
巨
細
取
調
大
蔵
省
ニ
可
伺
候
事
」
を
盾
に
請
願
を
出
し
た
の
は
、
広
瀬
七
三
郎
外
一
四
名
で
、
惣
計
五
七
六
人
扶
持
の
書
類

が
添
え
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
三
八
年
九
月
、
「
本
願
ノ
給
米
ハ
旧
藩
中
用
達
ノ
為
メ
給
与
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
賞
典
禄
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
願

意
採
用
シ
難
シ
」
と
の
通
達
が
、
大
蔵
省
よ
り
届
い
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
日
田
商
人
の
藩
債
処
分
は
終
っ
た
。



お

わ

り

日
田
商
人
千
原
家
の
貸
付
経
営
の
特
徴
は
、
公
金
預
り
を
運
用
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
が
、
廃
藩
置
県
後
そ
の
特
権
を
失
な
い
、
六
年

の
藩
債
処
分
に
よ
っ
て
天
保
十
四
年
以
前
の
藩
債
切
捨
、
弘
化
元
年
よ
り
慶
応
三
年
ま
で
の
藩
債
は
無
利
足
五

0
ヶ
年
賦
、
明
治
元
年
以

降
の
分
は
元
金
三
年
据
置
年
利
四
朱
で
二
五
ヶ
年
賦
と
な
り
、
千
原
家
の
手
元
に
は
借
金
だ
け
が
残
っ
た
。
多
額
の
借
金
を
抱
え
た
千
原

家
は
、
家
財
整
理
を
行
な
っ
て
七
年
八
月
に
は
豆
田
町
を
引
払
っ
た
。
ま
た
六
年
ま
で
の
聞
に
は
、
政
府
へ
の
多
額
の
上
納
金
が
あ
る
場

合
は
政
府
よ
り
借
入
れ
て
支
払
っ
て
き
た
千
原
家
は
、
そ
の
後
は
他
借
金
で
も
っ
て
返
済
す
る
方
法
は
取
ら
ず
、
返
金
済
の
延
納
・
滞
納

を
繰
返
し
、
二
五
ヶ
年
賦
・
五

0
ヶ
年
賦
の
許
可
を
取
付
け
、
さ
ら
に
は
棄
損
を
許
さ
れ
て
、
二
三
年
三
月
に
は
全
て
解
決
し
た
。
結
果

か
ら
見
る
と
、
借
金
の
額
が
大
き
か
っ
た
割
に
は
実
際
の
返
済
額
は
大
き
く
な
か
っ
た
が
、
自
己
の
貯
え
が
少
な
か
っ
た
こ
と
と
、
公
金

預
り
の
特
権
が
失
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
資
金
繰
り
が
う
ま
く
い
か
ず
、
経
営
が
行
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
西
南
戦
争
の
際
に
は
戦
況
を
見
て
、
梅
干
・
足
袋
・
千
肴
・
材
木
等
軍
事
物
資
の
売
払
い
に
精
を
出
し
、
店
卸
も
漸
ゃ
く
一

一
年
正
月
に
は
出
来
る
様
に
な
っ
た
。
千
原
家
は
一
且
廃
業
し
た
酒
造
業
も
再
開
し
て
、
一
八
年
に
は
麦
酒
免
許
鑑
札
願
を
出
し
て
ビ
ー

ル
の
製
造
を
始
凶
了

δ
年
代
に
入
る
と
石
炭
借
区
願
人
に
な
る
等
炭
坑
に
出
資
し
、
ま
た
養
蚕
伝
習
所
を
設
立
し
、
三

0
年
代
に
入
る

と
北
海
道
に
釧
路
木
挽
所
を
設
立
し
て
日
田
よ
り
人
夫
を
連
れ
て
行
く
等
、
事
業
経
営
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
が
、
経
営
の
近
代
化
が
出

来
ず
、
宰
右
衛
門
が
三
八
年
一
一
月
に
死
去
し
て
か
ら
は
さ
ら
に
家
運
が
傾
む
い
て
い
っ
た
。

〔註〕〔

1
〕

府
内
藩
と
大
坂
鴻
池
家
と
の
関
係
が
断
絶
し
た
こ
と
に
よ
り
、
広
瀬
久
兵
衛
が
天
保
一
一
一
一
年
よ
り
府
内
務
の
財
政
改
革
に
携
わ
っ
た
（
安
藤
保

「
府
内
藩
青
蓮
専
売
制
の
展
開
｜
天
保
改
革
を
中
心
と
し
て
｜
」
社
会
経
済
史
学
三
五
巻
一
号
〉
。
福
岡
藩
で
は
、
大
坂
商
人
か
ら
の
借
銀
の
道
を

断
た
れ
た
が
故
に
、
嘉
永
二
年
か
ら
広
瀬
久
兵
衛
が
財
政
改
革
に
乗
出
し
ハ
木
原
薄
幸
「
幕
末
に
お
け
る
福
岡
藩
財
政
改
革
と
日
田
商
人
広
瀬
家
」

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

五
七



落
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

五
j¥ 

九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
一
七
号
〉
、
小
倉
藩
で
は
、
安
政
元
年
に
上
方
商
人
よ
り
の
借
銀
を
二
五

O
年
賦
と
し
て
、
産
物
会
所
の
銀
主
を
日
田

商
人
千
原
家
に
依
頼
し
た
（
拙
稿
「
小
倉
港
の
産
物
会
所
と
日
回
金
」
史
淵
一
一
一

O
輯）。

広
瀬
家
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
野
口
喜
久
雄
コ
積
書
」
よ
り
見
た
広
瀬
家
の
経
営
」
（
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
一
七
号
〉
が
あ
る
。

千
原
家
文
書
四

O
二
一
。

千
田
稔
氏
に
は
外
に
「
新
旧
公
債
の
元
利
支
払
財
源
｜
旧
溶
貸
付
金
徴
収
を
中
心
に
｜
」
（
社
会
経
済
史
学
四
六
｜
六
〉
、
「
藩
債
処
分
と
商
人
資

本
l
新
旧
公
債
に
限
定
し
て

l
」
（
一
橋
論
叢
八
三
巻
五
号
）
、
「
藩
債
処
分
と
商
人
資
本
｜
長
田
家
の
場
合
｜
」
（
経
営
史
学
一
五
巻
一
号
）
等
の

論
文
が
あ
る
。

『
大
分
の
歴
史
問
』
頁
三
一
。
慶
応
四
年
二
月
五
日
、
薩
州
役
人
五
六

O
人
が
千
原
家
に
来
て
幸
右
衛
門
・
自
適
斉
（
藤
右
衛
門
）
を
連
れ
出
し
、

九
日
ま
で
入
牢
さ
せ
た
（
「
千
原
家
日
記
」
〉
。

〔6
〕
「
千
原
家
日
記
」
慶
応
四
年
三
月
一
一
日
条
。
「
維
新
史
料
」
（
長
崎
県
立
図
書
館
蔵
一
一
一
一
六
｜
四
二

C
。

〔7
〕〔
8
〕
「
千
原
家
日
記
」
慶
応
四
年
六
月
一
四
日
条
。
同
六
月
二

O
日
条
。

〔9
〕
松
方
正
義
が
日
田
知
県
事
に
就
任
す
る
と
す
ぐ
に
軍
用
金
調
達
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

Q
大
分
の
歴
史

m附
』
〉
が
、
千
原
家
の
献
金
、
銅
銭

五
七
万
枚
は
そ
の
ま
ま
返
さ
れ
て
お
り
〈
千
原
家
文
書
三
八
五
）
、
松
方
正
義
は
維
新
政
府
の
意
向
に
添
っ
た
日
田
県
治
政
の
中
で
、
日
田
商
人

資
本
を
吸
収
し
た
。

千
田
稔
「
維
新
政
権
の
財
政
構
造
」
（
土
地
制
度
史
学
八
一
頁
＝
二
・
三
二
。
）

養
育
館
は
堀
田
村
に
設
立
さ
れ
運
営
資
金
は
献
金
で
賄
な
わ
れ
た
。
四
年
よ
り
は
一

0
年
間
、
広
瀬
源
兵
衛
・
草
野
忠
右
衛
門
・
森
甚
左
衛
門
・

山
田
為
作
・
同
作
兵
衛
・
千
原
幸
右
衛
門
か
年
々
一
人
一

O
O両
宛
出
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
六
年
一

O
月
養
育
館
廃
止
が
打
出
さ
れ
た
後
、

こ
の
出
資
金
は
小
学
校
設
立
資
金
に
ま
わ
さ
れ
た
。
（
「
千
原
家
日
記
」
明
治
二
年
二
月
一
八
日
条
、
六
年
三
月
三

O
日
条
、
同
一
一
月
一
四
日

条〉。
広
瀬
井
手
（
宇
佐
郡
〉
再
興
に
は
広
瀬
・
千
原
家
よ
り
出
資
ハ
日
田
市
豆
田
町
広
瀬
貞
雄
氏
蔵
「
広
瀬
家
日
記
」
慶
応
四
年
四
月
七
日
条
〉
。

「
大
分
の
歴
史
問
」
頁
二
六
三
。
別
府
港
の
築
港
に
は
石
高
拝
借
金
二
万
両
余
が
当
ら
れ
、
そ
の
返
済
に
は
碇
舶
船
毎
の
机
前
輸
出
税
と
湯
女
よ
り

取
立
の
税
金
か
当
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
（
「
大
蔵
省
考
課
状
」
出
納
寮
）
0

「
千
原
家
日
記
」
四
年
正
月
四
日
条
。

「松八ム

2
日
、
ヲ
レ
・
8
ダ
マ
サ
レ
タ
ト
思
ひ
買
入
ヨ
」
と
地
券
銀
行
が
創
設
さ
れ
る
と
の
情
報
を
得
て
、
千
原
家
は
団
地
を
買
い
漁
っ
た
（
「
書
状
」

〔

2
〕

〔

3
〕

〔

4
〕

〔

5
〕

〔

ω〕

〔日〕
〔ロ〕

〔日〕
〔比〕



千
原
家
文
書
二
九
九
O
V

〔M
M
〕
「
千
原
家
日
記
」
四
年
一
一
月
二
八
日
条
、
五
年
二
月
一
五
日
条
。

〔
時
〕
拙
稿
「
日
田
・
千
原
家
の
経
営
と
そ
の
推
移
」
（
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
二
五
号
〉
、
拙
稿
「
小
倉
藩
の
産
物
会
所
と
日
田
金
」
。

〔
げ
〕
「
願
書
井
諸
書
物
控
」
（
千
原
家
文
書
三
九
四
）
。

〔
問
〕
「
千
原
家
日
記
」
慶
応
四
年
一
一
一
月
一

0
・
一
一
日
条
。

〔
悶
〕
「
千
原
家
日
記
」
慶
応
四
年
一
二
月
六
日
条
。

〔鈎〕

l
〔
お
〕
前
掲
「
願
書
弁
務
書
物
控
」
。

〔M
〕
「
広
瀬
家
日
記
」
慶
応
四
年
七
月
八
日
条
。

〔
お
〕
〔
お
〕
「
御
金
御
用
帳
」
（
千
原
家
文
書
四
二
三
三

〔
幻
〕
「
願
書
弁
務
書
物
控
」
（
千
原
家
文
書
三
九
四
）
。

〔
お
〕
「
千
原
家
日
記
」
慶
応
四
年
五
月
一
五
日
条
。

〔ma
〕
宇
佐
郡
に
つ
い
て
は
「
宇
佐
市
史
」
頁
五
九
一
。
下
毛
郡
に
つ
い
て
は
野
口
喜
久
雄
先
生
よ
り
御
教
示
戴
だ
い
た
。
引
請
人
は
跡
田
村
跡
田
市
右

衛
門
・
跡
回
二
ニ
・
戸
原
村
吉
武
久
録
・
嶋
村
問
中
弥
吉
の
四
人
。
最
初
の
遣
出
金
は
一
万
五

O
O両
で
あ
っ
た
〈
「
旧
日
田
県
生
産
所
事
件
ニ

付
上
申
」
吉
武
文
書
二
八
二
）
。
別
府
生
産
所
の
引
請
人
は
乙
津
村
佐
藤
和
平
治
・
原
村
間
藤
幸
次
ハ
「
千
原
家
日
記
」
）
。

前
掲
「
願
書
井
諸
書
物
控
」
。

千
原
家
文
書
一
一
一
一
一
四
｜
四
。
同
三
六
二
九
で
は
、
広
瀬
三
右
衛
門
外
三
名
と
あ
る
。

千
原
家
文
書
四

O
一入。

「
石
高
拝
借
金
ノ
儀
歎
願
」
（
広
瀬
家
文
書
四
五
三
七
）
。
「
願
書
」
（
同
四
五
三
九
）
。

「
覚
」
ハ
広
瀬
家
文
書
四
五
三
八
〉
。

「
石
高
拝
借
金
年
賦
歎
願
」
（
千
原
家
文
書
四

O
O八
l
一）。

「
乍
恐
口
上
書
を
以
御
内
々
奉
願
怜
」
ハ
千
原
家
文
書
三
六
二
九
三
「
石
高
拝
借
金
年
賦
歎
願
」
（
同
四

O
O入
｜
一
）
。

「
願
書
」
（
広
瀬
家
文
書
四
五
三
九
）
。

広
瀬
家
文
書
一
七
九
人
。

前
掲
「
御
金
御
用
帳
」
。

〔鈎
u

〔剖〕
〔

m
M
〕

〔お〕
〔
引
制
〕

〔お〕
〔

鉛

〕

〔釘〕
〔お〕

〔

羽

〕

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
ハ
楠
本
）

五
九



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
）

六
O

〔
紛
〕
「
千
原
家
日
記
」
三
年
三
月
一
四
日
条
。

〔
制
〕
「
千
原
家
日
記
」
三
年
一
一
一
月
一

O
日
条
。

〔
必
〕
前
掲
千
原
家
文
書
三
六
二
九
。

〔
川
崎
〕
沢
田
章
『
明
治
財
政
の
基
礎
的
研
究
』
一
九
六
六
年
刊
。

〔
必
〕
前
掲
「
願
書
井
諸
書
物
控
」
。

〔必〕

l
〔
印
〕
「
千
原
家
日
記
」
三
年
間
一

O
月
一
五
日
条
。
五
年
二
月
一
六
日
条
。
三
年
五
月
二
日
条
。
三
年
二
一
月
一
一
一
一
日
条
、
五
年
二
月
晦
日
条
。

五
年
五
月
二
六
日
条
。

〔
日
〕
『
大
分
の
歴
史
附
』
頁
七
二
。

〔
臼
〕
〔
回
〕
「
千
原
家
日
記
」
四
年
二
月
一
一
六
日
条
。
三
年
一
二
月
二
日
条
。

〔
臼
〕
『
大
分
の
歴
史
捌
』
頁
五
二
。

〔
出
〕
「
千
原
家
日
記
」
一
二
年
一
一
月
二
八
日
条
。

〔
部
〕
〔
貯
〕
前
掲
「
願
書
井
諸
書
物
控
」
。

〔
四
四
〕
前
掲
千
田
稔
「
藩
債
処
分
と
商
人
・
農
民
・
旧
領
主
」
頁
五
二
。

〔
ω〕
千
原
家
文
書
＝
二
ハ
一
の
一
六
。
前
掲
千
田
稔
「
滞
債
処
分
と
商
人
・
農
民
・
旧
領
主
」
頁
五
三
。

〔
印
〕
「
千
原
家
日
記
」
四
年
一
二
月
一
一
六
日
条
、
五
年
一

O
月
二
二
日
条
。
千
田
稔
氏
の
言
う
布
県
通
達
後
三

O
日
の
期
限
は
、
そ
れ
程
厳
し
く
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
臼
〕
「
大
蔵
省
考
課
状
」
負
債
掛
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〉
。

〔
位
〕
「
藩
債
輯
録
」
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
第
九
』
）
。

〔
印
〕
「
大
蔵
省
考
課
状
」
負
債
掛
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
丸

〔
臼
〕
千
原
家
文
書
四

O
二
。
「
藩
債
輯
録
」
で
は
一

O
万
一

O
一一一円二

O
銭
一
厘
が
私
債
と
し
て
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

〔
侃
〕
千
原
家
文
書
八
二
ハ
入
。

〔
白
山
〕
千
原
家
文
書
一
一
一
一
一
八
の
七
。

〔mw
〕
千
原
家
文
書
一
二
六
一
｜
一
五
。

〔
飴
〕
〔
印
〕
前
掲
千
田
稔
「
新
旧
公
債
の
元
利
支
払
財
源
｜
旧
藩
貸
付
金
徴
収
を
中
心
に
｜
」
。



〔

刊

〕

〔

n〕

千
原
家
文
書
四

O
一二。

広
瀬
家
文
書
四

O
六
九
。
山
田
作
兵
衛
外
二
人
が
旧
久
留
米
藩
よ
り
受
取
っ
た
一
二
五
八
円
余
は
「
布
告
後
ノ
還
償
」
と
い
う
こ
と
で
、
返
還
さ

せ
ら
れ
た
（
「
大
蔵
省
考
課
状
」
国
債
寮
〉
。

「
積
帳
」
で
見
る
限
り
、
諸
藩
へ
の
貸
金
合
計
と
公
債
証
の
合
計
が
合
わ
な
い
。
「
積
帳
」
の
見
積
り
を
少
な
く
し
て
い
る
様
で
あ
る
。

「
千
原
家
日
記
」
六
年
一
一
月
一
九
・
二

0
・
二
四
日
条
。

「
千
原
家
日
記
」
七
年
七
月
一
七
日
条
。

「
御
歎
願
」
ハ
千
原
家
文
書
一

O
九
七

l
一
〉
。
他
藩
の
扶
持
は
「
店
卸
帳
」
ま
た
は
「
奥
備
衆
福
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

千
原
家
の
藩
債
処
分
・
旧
藩
貸
下
金
に
つ
い
て
は
、
以
後
も
前
掲
「
御
金
御
用
帳
」
に
よ
っ
た
。

「
千
原
家
日
記
」
七
年
九
月
二
目
。

「
書
状
」
（
千
原
家
文
書
九
七
七
二
〉

こ
の
時
、
森
家
は
六

O
O
O雨
、
山
田
家
は
四

O
O
O両
を
借
用
し
た
。

「
千
原
家
日
記
」
六
年
八
月
一
一
日
条
。

「
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」
ハ
千
原
家
文
書
四

O
一
0
1

「
乍
恐
以
書
附
奉
歎
願
候
」
ハ
千
原
家
文
書
五
四
）
。

「
御
歎
願
」
（
千
原
家
文
書
七
七
九

0
1

沢
田
章
『
明
治
財
政
の
基
礎
的
研
究
』
で
は
、
元
年
九
月
に
四
万
両
、
一
二
月
八
万
両
、
二
年
四
月
六
万
両
の
金
札
が
日
田
県
に
貸
付
け
ら
れ
て

い
る
。

「
千
原
家
日
記
」
四
年
一
一
月
八
日
条
。

「
千
原
家
日
記
」
四
年
一
二
月
一
八
日
条
。

前
掲
「
願
書
井
諸
書
物
控
」
。

「
記
」
（
広
瀬
家
文
書
四
五
三
九
三

「
森
甚
左
衛
門
S
歎
願
書
」
（
広
瀬
家
文
書
四
五
三
九
〉
。

「
千
原
家
日
記
」
三
年
四
月
二
四
日
条
。

前
掲
「
御
金
御
用
帳
」
。
「
千
原
家
日
記
」
八
年
六
月
二
九
日
条
。
千
原
家
は
久
留
米
蕎
か
限
町
山
田
作
兵
衛
外
三
人
へ
は
四
年
ま
で
扶
持
米
を
渡

〔

花

〕

〔
向
日
〕

〔

叫

〕

〔

お

〕

〔
町
内
〕

〔

作

〕

〔

苅

〕

〔

乃

〕

〔

剖

〕

〔

創

〕

〔

回

〕

〔

回

〕

〔

U
M
〕

〔

邸

〕

〔
凹
叩
〕

〔
開
山
〕

〔
∞
∞
〕

〔

回

〕

〔

ω〕

〔
州
出
〕

藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
〈
楠
本
）

ーノ、



藩
債
処
分
と
日
田
・
千
原
家
（
楠
本
〉

」ーノ、

〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔

106 105 104 103 102 IOI 100 99 98 97 96 95 94 93 92 
〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕〕

し
て
い
る
の
に
、
千
原
家
に
は
二
年
よ
り
渡
方
が
な
か
っ
た
と
訴
え
た
（
千
原
家
文
書
八
三
八
七
）
。

千
原
家
文
書
一
一
一
六
一

l
一。

「
乍
恐
以
書
附
御
願
申
上
候
」
（
千
原
家
文
書
一
三
ニ

O
V

前
掲
「
大
蔵
省
考
課
状
」
負
債
取
調
掛
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
「
手
続
書
ヲ
以
奉
願
上
候
」
（
千
原
家
文
書
一
一
一
六
一
｜
一
一
）
。

「
千
原
家
日
記
」
七
年
九
月
一
一
一
日
条
に
酒
造
醤
油
鑑
札
の
売
買
願
が
、
八
年
一

O
月
一
一
一
一
日
に
は
酒
造
廃
業
願
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
広
瀬
年
諸
」
（
広
瀬
家
文
書
〉
。

「
積
帳
」
二
年
分
。

「
千
原
家
日
記
」
七
年
三
月
二
五
日
条
。

「
書
状
」
〈
千
原
家
文
書
九
七
二
七
〉
。

「
旧
藩
御
貸
下
金
之
儀
－
一
付
御
願
」
（
千
原
家
文
書
一
一
一
一
一
一
一
）
。

「
奉
歎
願
」
（
千
原
家
文
書
一
一
一
一
一

O
｜
二

C
。
「
千
原
家
日
記
」
八
年
三
月
七
日
条
。

前
掲
千
原
家
文
書
一
一
一
一
一
一
一
。

「
石
高
拝
借
之
儀
ニ
付
上
申
」
（
広
瀬
家
文
書
一

O
八
一
）
。

「
石
高
拝
借
金
年
賦
歎
願
」
（
千
原
家
文
書
四

O
O八
｜
一
）
。

広
瀬
家
文
書
八
五

O
。

千
原
家
文
書
四
一
一
｜
図
。

な
お
、
本
稿
作
成
に
当
つ
て
は
、
ご
所
蔵
史
料
の
閲
覧
を
快
く
ご
許
可
下
さ
っ
た
広
瀬
貞
雄
氏
、
種
ん
べ
ご
便
宜
を
は
か
つ
て
下
さ
っ
た
広
瀬
富
之
助
氏
・

安
藤
正
則
氏
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
御
助
雪
一
口
を
賜
わ
っ
た
藤
野
保
先
生
・
野
口
喜
久
雄
先
生
に
は
、
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

「
千
原
家
文
書
」
「
吉
武
文
書
」
は
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
で
あ
る
。


